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第１章 総 則 

 

第１節 目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第

156 号。以下「原災法」という。）に基づき、北陸電力株式会社志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）

又は事業所外運搬（発電所の外における放射性物質の運搬をいう。以下「運搬」という。）における放射性物質

又は放射線が異常な水準で発電所外（運搬の場合は輸送容器外）へ放出されることにより生ずる災害（以下「原

子力災害」という。）に関して、必要な体制を確立するとともに、防災についてとるべき措置を定め、総合的か

つ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行により住民等の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 
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第２節 基本方針 

１ この計画は、穴水町（以下「町」という。）及び石川県（以下「県」という。）並びにその他原子力防災に携

わる機関（以下「防災関係機関」という。）が、国等との連携を図り、原子力防災対策に取り組むための基本と

なるものである。 

２ 原子力災害は、原子力施設の事故等に起因する放射性物質又は放射線の異常な放出により生じる被害を意味

するものであり、原子力災害対策の実施に当たっては、原子力災害の特殊性を理解する必要がある。 

そのため、本計画においては、原子力災害の特殊性に鑑み、住民等に対する原子力防災に関する知識の普及及

び啓発、原子力防災業務に携わる者（以下「防災業務関係者」という。）に対する教育訓練、通報連絡等の必要

な体制をあらかじめ確立するとともに、原災法第 10条第１項前段の規定により発電所の原子力防災管理者（以

下「原子力防災管理者（発電所長）」という。）が通報を行うべき事象（以下「特定事象」という。）の発生及

び原災法第 15条第１項に該当する原子力緊急事態（以下「原子力緊急事態」という。）の発生又はそのおそれ

がある場合（以下「緊急時」という。）における災害応急対策活動が円滑かつ有効に実施できるよう防災関係機

関相互の協力体制を確立するなど所要の措置を定めるものである。 

３ この計画に定めのない事項については、穴水町地域防災計画（以下「町地域防災計画」という。）の他の各災

害対策編による。 
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第３節 原子力災害対策指針に基づく方針 

 

１ 原子力災害対策重点区域の範囲 

当町において、あらかじめ重点的に原子力災害に特有な対策を講じておく区域（以下「原子力災害対策重点区

域」という。）は、次のとおりである。 

（１）予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone） 

PAZ とは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる重篤な確定的影響等を回避し又は最小化す

るため、緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level）に応じて、即時避難を実施する等、通常の

運転及び停止中の放射性物質の放出量とは異なる水準で放射性物資が放出される前の段階から予防的に防

護対策を準備する区域である。発電所に係る PAZの具体的な範囲については、「発電所からおおむね半径５ｋ

ｍ」とする。 

（２）緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective Action Planning Zone） 

UPZ とは、確率的影響のリスクを低減するため、ＥＡＬ、運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Operetional 

Intervention Level）に基づき、緊急防護措置を準備する区域である。発電所に係る UPZの具体的な範囲に

ついては、「発電所からおおむね半径 30ｋｍ」とする。 

原子力災害対策重点区域 

PAZ：発電所からおおむね半径５kmの範囲 

UPZ：発電所からおおむね半径 30kmの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発電所周辺地図 
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２ 放射性物質又は放射線の放出形態及び被ばくの経路 

（１）発電所で想定される放射性物質又は放射線の放出形態 

発電所においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が機能しない場合は、放射

性物質が周辺環境に放出される。その際、大気へ放出の可能性がある放射性物質としては、気体状のクリプ

トンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨウ素、気体中に浮遊する微粒子（以下「エアロゾル」と

いう。）等がある。これらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）とな

り、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響が及

ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間とどまる可能性が高い。さらに、

土壌やがれき等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別な留意が必要で

ある。 

したがって、事故による放出形態は必ずしも単一的なものではなく、複合的であることを十分考慮する必

要がある。 

（２）被ばくの経路 

被ばくの経路には、大きく「外部被ばく」と「内部被ばく」の２種類がある。これらは複合的に起こり得

ることから、原子力災害対策の実施に当たっては双方を考慮する必要がある。 

ア 外部被ばく 

外部被ばくとは、体外にある放射線源から放射線を受けることである。 

イ 内部被ばく 

内部被ばくとは、放射性物質を吸入、経口摂取等により体内に取り込み、体内にある放射線源から放射

線を受けることである。 

３ 緊急事態における防護措置実施の基本的考え方 

（１）緊急事態の段階 

緊急事態への対応の状況を、準備段階・初期対応段階・中期対応段階・復旧段階の４段階に区分する。 

ア 準備段階 

北陸電力株式会社、国、県、町等がそれぞれの行動計画を策定して関係者に周知するとともに、これを訓

練等で、検証・評価し、改善する必要がある。 

イ 初期対応段階 

情報が限られた中でも、放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率

的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置等の対応を行う必要がある。 

ウ 中期対応段階 

放射性物質又は放射線の影響を適切に管理することが求められ、環境放射線モニタリングや解析により放

射線状況を十分に把握し、それに基づき、初期対応段階で実施した防護措置の変更・解除や長期にわたる

防護措置の検討を行う必要がある。 

エ 復旧段階 

被災した地域の長期的な復旧策の計画に基づき、通常の社会的・経済的活動への復帰の支援を行う必要

がある。 

（２）緊急事態の初期対応段階における防護措置の考え方 

上記（１）のうち、初期対応段階においては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏ま

え、放射性物質の放出開始前から必要に応じた防護措置を講じなければならない。このため、ＩＡＥＡ（国

際原子力機関）等が定める防護措置の枠組みの考え方を踏まえて、次のように、初期対応段階において、発
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電所の状況に応じて緊急事態の区分を決定し予防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき

緊急防護措置を迅速に実行できるような意思決定の枠組みを構築する。 

ア 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ） 

（ア）基本的な考え方 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握し、発電所の状況や当該施設からの

距離等に応じ、防護措置の準備やその実施等を適切に進めることが重要である。このような対応を実現

するため、次のとおり、発電所の状況に応じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊

急事態の三つに区分し、各区分における、北陸電力株式会社、国、県及び町のそれぞれが果たすべき役

割を明らかにする。ただし、これらの事態は、ここで示されている区分の順序のとおりに発生するもの

ではなく、事態の進展によっては全面緊急事態に至るまでの時間的間隔がない場合等があり得ること

に留意すべきである。 

【警戒事態】 

警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、発電

所における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、緊急時モニタリング（放射性物

質若しくは放射線の異常な放出又はその恐れがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。

以下同じ。）の準備、施設敷地緊急事態要避難者（注）を対象とした避難等の予防的防護措置の準備

を開始する必要がある段階である。 

（注）施設敷地緊急事態要避難者とは、PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の

予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。 

イ 要配慮者（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項第17号に規定する要配慮者をい

う。以下同じ。）（ロ又はハに該当する者を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかる

もの 

ロ 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者 

ハ 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者 

【施設敷地緊急事態】 

施設敷地緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が

生じたため、発電所周辺において緊急時に備えた避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある

段階である。 

この段階では、国、県、町及び北陸電力株式会社は、緊急時モニタリングの実施等により事態の進

展を把握するため情報収集の強化を行うとともに、主にＰＡＺ 

において、基本的に全ての住民等を対象とした避難等の予防的防護措置を準備し、また、施設敷地緊

急事態要避難者を対象とした避難等の予防的防護措置を実施しなければならない。 

【全面緊急事態】 

全面緊急事態は、発電所において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたた

め、重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速

な防護措置を実施する必要がある段階である。 

この段階では、国、県及び町、ＰＡＺにおいて、基本的に全ての住民等を対象に避難等の予防的防

護措置を講じなければならない。また、ＵＰＺにおいては、屋内退避を実施する。なお、事態の規模、

時間的な推移に応じて、ＰＡＺと同様、避難等の予防的防護措置を講ずることが必要となる場合があ

る。 
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なお、ＵＰＺ外においては、事態の進展等に応じて、ＵＰＺと同様に、屋内退避を行う場合がある。

このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性が

ある旨の注意喚起を行わなければならない。 

（イ）具体的な基準 

これらの緊急事態区分に該当する状況であるか否かを北陸電力株式会社が判断するための基準（ＥＡ

Ｌ：緊急時活動レベル）は以下のとおりである。 
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緊急事態区分とＥＡＬについて 

志賀原子力発電所におけるＥＡＬ 

警戒事態を判断する基準 
緊急事態区分における防

護の概要 
１．原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ※１ 

原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され、そ
の状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特
定できない場合、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制
御棒の挿入操作により原子炉を停止することができない場合、若しくは停止したことを
確認することができない場合。 

２．原子炉冷却材の漏えい※１ 
原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こ

り、定められた時間内に定められた措置を実施できない場合、又は原子炉の運転中に非
常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏洩が発生した場合。 

３．原子炉給水機能の喪失※１ 
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合。 

４．原子炉除熱機能の一部喪失※１ 
原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合

において、当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失した場合。 
５．非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ※１ 

非常用交流母線が１となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電
源が１となる状態が15分間以上継続した場合、全ての非常用交流母線からの電気の供
給が停止した場合、又は外部電源喪失が３時間以上継続した場合。 

６．停止中の原子炉冷却機能の一部喪失※１ 
原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下した場合。  

７．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ※１ 
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下した場合。 
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能の喪失のおそれ（旧基準炉）※２ 
使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できない場合、又は当該貯蔵プールの水位を一

定時間以上測定できない場合。 
８．単一障壁の喪失又は消失のおそれ※１ 

燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがある場合、又は、燃
料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失した場合。 

９．原子炉制御室他の機能喪失のおそれ※１ 
中央制御室及び、中央制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす

可能性が生じた場合。 
10．所内外通信連絡機能の一部喪失※１ 

原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信
のための設備の一部の機能が喪失した場合。 

11．重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ※１ 
重要区域（命令第２条第２項第８号に規定する重要区域をいう。）において、火災

又は溢水が発生し、同号の規定する安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全
機器等」という。）の機能の一部が喪失するおそれがある場合。 

12．外的な事象による原子力施設への影響 
・志賀町において、震度６ 弱以上の地震が発生した場合。 
・志賀町沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合 
・オンサイト統括が警戒を必要と認める当該原子力施設の重要な故障等が発生した場
合。 

・当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した
場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。※１ 

・その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあるこ
とを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した
場合。 

※１：規制法第 43条の３ の６ 第１ 項第４ 号の基準に適合した場合に適用する。 
※２：規制法第43条の３ の６ 第１ 項第４ 号の基準に適合していない場合に適用す
る。 

体制構築や情報収集を
行い、住民防護のため
の準備を開始する。 

※北陸電力が原子力事業者防災業務計画で定めている基準である。 
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施設敷地緊急事態を判断する基準 
緊急事態区分における 

防護の概要 
１．敷地境界付近での放射線量の上昇 
（１）モニタリングポストの１つ又は２つ以上において、５μSv/ｈ以上のガン
マ線の放射線量が検出された場合（ただし、落雷時の検出又は排気筒モニタ
及びエリアモニタリング設備並びにそれぞれの検出された数値に異常が認
められない場合であって５μSv/ｈ以上となっている原因を直ちに原子力規
制委員会に報告する場合は除く）。 

（２）全てのモニタリングポストのガンマ線の放射線量が５μSv/ｈを下回って
いる場合において、モニタリングポストの１つ又は２つ以上において、ガン
マ線の放射線量が１μSv/ｈ以上である場合は、モニタリングポストのガンマ
線の放射線量と可搬式測定器による中性子線の放射線量とを合計し、５μSv/
ｈ以上となった場合。 

２．通常放出経路での気体放射性物質の放出または液体放射性物質の放出 
発電所に起因する放射性物質の濃度が敷地等境界付近に達した場合に５

μSv/ｈ以上の放射線量に相当する放射性物質（規則第５条で定められた基準
以上の放射性物質）が、排気筒、排水口その他これらに類する場所において10
分間以上継続して検出された場合。 

３．火災爆発等による管理区域外での放射線の放出又は放射性物質の放出 
管理区域外の場所（排気筒、排水口その他これらに類する場所を除く。）に

おいて、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、50μSv/ｈ以上の
放射線量が10分間以上継続して検出された場合、又は５μSv/ｈの放射線量に相
当する放射性物質（規則第６条で定められた基準以上の放射性物質）が検出さ
れた場合。 
なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射

性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射
線量の水準又は放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、
当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。 

４．施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ 
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。）におい

て、核燃料物資の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が
損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にある場合。 

５．原子炉冷却剤漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能※１ 
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の

漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系
に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装
置及び原子炉隔離時冷却装置等」という。）のうち当該原子炉へ高圧又は低圧
で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできない場合。 

６．原子炉注水機能喪失のおそれ※１ 
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非

常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ち
にできない場合。 

７．残留熱除去機能の喪失※１ 
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合におい

て、残留熱除去系に係る装置及びこれと同等の機能を有する設備（以下「残留熱
除去系装置等」という。）により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できない場
合。 

８．非常用交流高圧母線の30分間以上喪失※１ 
全ての非常用交流高圧母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分間

以上継続した場合。 
９．直流電源の部分喪失※１ 

非常用直流母線が１となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電
源が１となる状態が５分以上継続した場合。 

ＰＡＺ内の住民等の避難準
備、及び早期に実施が必要な
住民避難等の防護措置を行
う。 
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施設敷地緊急事態を判断する基準 
緊急事態区分における 

防護の概要 
10．停止中の原子炉冷却機能の喪失※１ 

原子炉の停止中に原子炉圧力容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉
へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水位まで低下した場合において、全
ての非常用炉心冷却装置による注水ができない場合。 

11．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失※１ 
使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できない場合又は当該貯蔵プールの水位

を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵プールの水位を測定で
きない場合。 
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失（旧基準炉）※２ 
使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの

水位まで低下したとき。 
12．格納容器健全性喪失のおそれ 

原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及
び停止中において想定される上昇率を超えた場合 

13．２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ※１ 
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそ

れがある場合、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
る場合、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれが
ある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失した場合。 

14．原子炉圧力容器圧力逃がし装置の使用※１ 
原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷が発生していない場合におい

て、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用した場
合。 

15．原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失※１ 
中央制御室及び中央制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の

制御に支障が生じた場合、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発
生した場合において、中央制御室に設置する原子炉及びその附属施設（以下「原子
炉施設」という。）の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する
警報装置の機能の一部が喪失した場合。 

16．所内外通信連絡設備の全ての喪失※１ 
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外と

の通信のための設備の全ての機能が喪失した場合。 
17．火災・溢水による安全機能の一部喪失 

火災又は溢水が発生し、命令第２ 条第２ 項第８ 号に規定する安全上重要な
構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という）の機能の一部が喪失した場
合。 

18．防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生 
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあ

ること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるお
それがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び
防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生した場合。 

19．事業所外運搬での放射線量率の上昇又は放射性物質漏えい 
(１）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用す
る容器から１ｍ離れた場所において、100μSv/h以上の放射線量が検出された
場合。なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測
定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出
される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出されたものとみな
す。 

(２）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用す
る容器から放射性物質が漏えいした場合又は漏えいの蓋然性が高い状態である
場合(L型IP-１ 型を除く）。 

※１：規制法第43条の３の６第１項第４号の基準に適合した場合に適用する。 
※２：規制法第43条の３の６第１項第４号の基準に適合していない場合に適用す
る。 

 

※北陸電力が原子力事業者防災業務計画に定める基準である。 
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全面緊急事態を判断する基準 
緊急事態区分における 

防護の概要 
１．敷地境界付近での放射線量の上昇 

モニタリングポストの１つにおいて、５μSv/ｈ以上のガンマ線の放射線量が
10分以上継続して検出された場合、又は２つ以上において、５μSv/ｈ以上のガ
ンマ線の放射線量が検出された場合（ただし、落雷時の検出又は排気筒モニタ及
びエリアモニタリング設備並びにそれぞれ検出された数値に異常が認められな
い場合であって５μSv/ｈ以上となっている原因を直ちに原子力規制委員会に
報告する場合は除く）。 

２．通常放出経路での気体放射性物質の放出又は液体放射性物質の放出 
発電所に起因する放射性物質の濃度が敷地等境界付近に達した場合に５

μSv/ｈ以上の放射線量に相当する放射性物質（規則第５条で定められた基準以
上の放射性物質）が、排気筒、排水口その他これらに類する場所において10分間
以上継続して検出された場合。 

３．火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出又は放射性物質の異常放
出管理区域外の場所（排気筒、排水口その他これらに類する場所を除く。）にお
いて、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、５mSv/ｈ以上の放
射線量が10分間以上継続して検出された場合、又は500μSv/ｈ以上の放射線量
に相当する放射性物質（規則第６条で定められた基準に100を乗じたもの以上の
放射性物質）が検出された場合。 
なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性

物質の濃度の測定が困難である場合あって、その状況に鑑み、上記の放射線量の
水準又は放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射
線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。 

４.施設内（原子炉外）での臨界事故 
原子炉の運転等のための施設内部（原子炉の本体の内部を除く。）において、

核燃料物資が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。）に
ある場合。 

５.全ての原子炉停止操作の失敗※１ 
原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止

することができない場合又は停止したことを確認することができない場合。 
６.原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能※１ 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏
えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちに
できない場合。 

７.原子炉注水機能の喪失※１ 
原子炉の運転中に当該原子炉へのすべての給水機能が喪失した場合において、

すべての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない場合。 
８.残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失※１ 

原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合にお
いて、残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できない
ときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失した場合。 

９.全非常用交流高圧母線の１時間以上喪失※１ 
すべての非常用交流高圧母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１

時間以上継続した場合。 
10.全直流電源の５分間以上喪失※１ 

すべての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分間
以上継続した場合。 

11.炉心損傷の検出※１ 
炉心の損傷を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知した場合。 

12.停止中の原子炉冷却機能の完全喪失※１ 
原子炉の停止中に原子炉圧力容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子

炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水位まで低下した場合において、
すべての非常用炉心冷却装置等による注水ができない場合。 

ＰＡＺ内の住民避難等の防
護措置を行うとともに、Ｕ
ＰＺ及び必要に応じてそれ
以遠の周辺地域において、
放射性物質放出後の防護措
置実施に備えた準備を開始
する。 
放射性物質放出後は、計測
される空間放射線量率など
に基づく防護措置を実施す
る。 
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全面緊急事態を判断する基準 
緊急事態区分における 

防護の概要 
13.使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出※１ 

使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートル
の水位まで低下した場合、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合にお
いて、当該貯蔵プールの水位を測定できない場合。 
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（旧基準炉）※２ 
使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下した

場合。 
14.格納容器圧力の異常上昇 

原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又
は最高使用温度に達した場合。 

15.２つの障壁喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失のおそれ※１ 
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉

格納容器の障壁が喪失するおそれがある場合。 
16.原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失※１ 

中央制御室が使用できない場合に中央制御室外操作盤室若しくは緊急時制御
室が使用できなくなる場合、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が
発生した場合に原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を
表示する全ての警報装置（いずれも中央制御室及び緊急時制御室に設置されたも
のに限る。）が使用できなくなる場合。 

17.住民の避難を開始する必要がある事象発生 
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放

射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出される
おそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生
した場合。 

18.事業所外運搬での放射線量率の異常上昇又は放射性物質の異常漏えい 
(１）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用
する 
容器から１ｍ離れた場所において、10mSv/h以上の放射線量が検出された場

合。なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定
が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出さ
れる蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 

(２）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用
する容器から省令第４条に定められた量の放射性物質が漏えいした場合又は
漏えいの蓋然性が高い状態である場合（IP型を除く）。 
※１：規制法第43条の３の６の第１項第４号の基準に適合した場合に適用す
る。 

※２：規制法第43条の３の６の第１項第４号の基準に適合していない場合に適
用する。 

 

※北陸電力が原子力事業者防災業務計画に定める基準である。 

 

イ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ） 

（ア）基本的な考え方 

全面緊急事態に至った場合には、住民等への被ばくの影響を回避する観点から、基本的には施設の状

況に基づく判断により、避難等の予防的防護措置を講ずることが極めて重要であるが、放射性物質の放

出後は、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線量率等の高い地点が発生する可能性があ

る。 

このような事態に備え、国、県、関係市町及び北陸電力株式会社は、緊急時モニタリングを迅速に行

い、その測定結果を防護措置の実施すべき基準に照らして、必要な措置の判断を行い、これを実施する

ことが必要となる。 

放射性物質の放出後、継続的に高い空間放射線量率が計測された地域においては、地表面からの放射

線等による被ばくの影響をできる限り低減する観点から、数時間から１日以内に住民等について避難

等の緊急防護措置を講じなければならない。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地

域においても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間以内に一時移転等の早期防護措置を講じなけ
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ればならない。これらの措置を講ずる場合には、国からの指示に基づき、避難や一時移転を行う住民等

に対し、除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査（以下「避難退域時検査」という。）を

行い、その結果を踏まえ除染（簡易な方法による除染（以下「簡易除染」という。）を含む。以下同じ。）

を行う。また、甲状腺の被ばく線量を推定するために行う測定（以下「甲状腺被ばく線量モニタリング」

という。）を原子力災害対策指針に定める対象者に対して実施しなければならない。 

さらに、経口摂取等による内部被ばくを回避する観点から、一時移転などを講ずる地域では、地域生

産物の摂取を制限しなければならない。また、飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始すべき範囲を数

日以内に空間放射線量率に基づいて特定するとともに、当該範囲において飲食物中の放射性核種濃度

の測定を開始し、その濃度に応じて飲食物摂取制限を継続的に講じなければならない。 

（イ）具体的な基準と防護措置の内容 

これらの防護措置の実施を判断する基準として、空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の濃度

等の原則計測可能な値で表されるＯＩＬを設定する。 

防護措置を実施する国、県及び関係市町においては、緊急時モニタリングの結果をＯＩＬに照らし

て、防護措置の実施範囲を定めるなどの具体的手順をあらかじめ検討し決めておく必要がある。 

各種防護措置に対応するＯＩＬの初期設定値として設定した内容を以下に示す。 
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ＯＩＬの設定内容 

 基準の 

種類 
基準の概要 初期値 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 地表面からの放射線、

再浮遊した放射性物質

の吸入、不注意な経口

摂取による被ばく影響

を防止するため、住民

等を数時間内に避難や

屋内退避等させるための

基準 

500μＳｖ/ｈ 

（地上１ｍで計測した場合の空間放射

線量率） 

緊急時モニタリングにより得られた空

間放射線量率（１時間値）が基準値を

超えた場合に、防護措置の実施が必要

であると判断する 

数時間内を目途に区域

を特定し、避難等を実

施。 

（移動が困難な者の一時

屋内退避を含む） 

ＯＩＬ４ 不注意な経口摂取、皮

膚汚染からの外部被ば

くを防止するため、除染

を講じるための基準 

β線：40,000cpm 

（皮膚から数ｃｍでの検出器の計測

数） 

避難又は一時移転の基

準に基づいて避難等し

た避難者等に避難退域

時検査を実施して、基

準を超える際は迅速に

簡易除染等を実施。 

β線：13,000cpm（１ヶ月後の値） 

（皮膚から数ｃｍでの検出器の計測

数） 

早
期
防
護
基
準 

ＯＩＬ２ 地表面からの放射線、

再浮遊した放射性物質

の吸入、不注意な経口

摂取による被ばく影響

を防止するため、地域

生産物の摂取を制限す

るとともに、住民等を

１週間程度内に一時移転

させるための基準 

20μＳｖ/ｈ 

（地上１ｍで計測した場合の空間放射

線量率） 

緊急時モニタリングにより得られた空

間放射線量率（１時間値）が基準値を

超えたときから起算して概ね１日が経

過した時点での空間放射線量率（１時

間値）が基準値を超えた場合に、防護

措置の実施が必要であると判断する 

１日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂

取を制限するととも

に、１週間程度内に一

時移転を実施。 

飲
食
物
摂
取
制
限 

飲食物に係

るスクリー

ニング基準 

ＯＩＬ６による飲食物

の摂取制限を判断する

基準として、飲食物中

の放射性核種濃度測定

を実施すべき地域を特定

する際の基準 

0.5μＳｖ/ｈ 

（地上１ｍで計測した場合の空間放射

線量率） 

数日内を目途に飲食物

の放射性核種濃度を測

定すべき地域を特定。 

ＯＩＬ６ 経口摂取による被ばくを 

防止するため、飲食物

の摂取を制限する際の

基準 

核種 飲料水 

牛乳・乳製

品 

野菜類、穀

類、肉、

卵、魚、そ

の他 

１週間内を目途に飲食

物中の放射性核種濃度

の測定と分析を行い、

基準を超えるものにつ

き摂取制限を迅速に実

施。 
放射性ヨウ

素 

300Ｂｑ/kg 2,000Ｂｑ

/kg 

放射性セシ

ウム 

200Ｂｑ/kg 500Ｂｑ/kg 

プルトニウ

ム及び超ウ

ラン元素の

アルファ各

種 

１Ｂｑ/kg 10Ｂｑ/kg 

ウラン 20Ｂｑ/kg 100Ｂｑ/kg 

※根菜、芋類を除く野菜類が対象 
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第４節 町及び防災関係機関等の処置すべき事務又は業務の大綱 

発電所に係る原子力防災に関して、町、県及び防災関係機関等が処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとお

りである。 

１ 町 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）町地域防災計画の作成に関すること。 

（２）志賀原子力発電所原子力事業者防災業務計画（以下「原子力事業者防災業務計画」という。）の協議等に関

すること。 

（３）原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 

（４）防災業務関係者に対する教育に関すること。 

（５）原子力防災訓練の実施に関すること。 

（６）通信連絡設備の整備に関すること。 

（７）住民等に対する情報伝達設備の整備に関すること。 

（８）防護資機材の整備に関すること。 

（９）防災対策資料の整備に関すること。 

（10）事故状況等の把握及び通報連絡に関すること。 

（11）穴水町災害対策本部（以下「町災害対策本部」という。）の設置及び廃止に関すること。 

（12）合同対策協議会等（現地事故対策連絡会議、原子力災害合同対策協議会及び現地事後対策連絡会議をいう。

以下同じ。）への参加等に関すること。 

（13）緊急時モニタリングに対する協力に関すること。 

（14）住民等に対する広報及び指示伝達に関すること。 

（15）住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物の摂取制限等に関すること。 

（16）原子力災害医療措置に対する協力に関すること。 

（17）緊急輸送及び必需物資の調達に関すること。 

（18）放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に関すること。 

（19）各種制限措置の解除に関すること。 

（20）住民等の健康に関すること。 

（21）損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること。 

２ 教育委員会（石川県・穴水町） 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）児童・生徒に対する放射線等に係る知識の普及に関すること。 

（２）児童・生徒に対する避難等に係る安全の確保に関すること。 

（３）避難等に係る町立学校及び県立学校施設の使用に関すること。 

３ 奥能登広域圏事務組合穴水消防署、穴水町消防団 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）消火、救助、救急に関すること。 

（２）住民等に対する広報及び避難等の誘導に関すること。 

（３）原子力災害医療措置に対する協力に関すること。 

（４）避難等の誘導に係る資料の整備に関すること。 

（５）原災法第 15 条第２項第１項に掲げる区域（以下「緊急事態応急対策実施区域」という。）の防火対策に関
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すること。 

４ 原子力防災専門官 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）緊急事態応急対策拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）内の施設等の維持管理に関すること。 

（２）原子力事業者防災業務計画の作成及び修正に対する指導・助言に関すること。 

（３）北陸電力株式会社が実施する原子力災害予防対策に対する指導・助言及び原子力災害の発生又は拡大の防

止に必要な業務に関すること。 

（４）原災法に基づく立入検査の実施等に関すること。 

（５）特定事象発生時における状況把握のための情報収集に関すること。 

（６）特定事象発生時における町及び県が行う応急措置に対する助言その他原子力災害の発生又は拡大防止に必

要な業務に関すること。 

５ 原子力運転検査官 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）発電所の運転状況、設備の保安状況等に関すること。 

（２）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 法律第 166 号）第 43 条の３ の 24

第１ 項に規定する保安規定（以下「保安規定」という。）の遵守状況の把握等に関すること。 

（３）発電所の事故状況の把握の情報収集に関すること。 

６ 上席放射線防災対策官 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）緊急時モニタリング計画の作成及び修正に対する指導・助言に関すること。 

（２）緊急時モニタリングの実施に関すること。 

７ 県 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）石川県地域防災計画の作成に関すること。 

（２）志賀原子力発電所原子力事業者防災業務計画（以下「原子力事業者防災業務計画」という。）の協議に関す

ること。 

（３）原災法第 31条の規定に基づく報告の徴収及び同法第 32条第１項の規定に基づく立入検査の実施に関する

こと。 

（４）原災法に基づく原子力防災要員等の届出の受理等に関すること。 

（５）原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 

（６）防災業務関係者に対する教育に関すること。 

（７）原子力防災訓練の実施に関すること。 

（８）通信連絡設備の整備に関すること。 

（９）環境放射線モニタリング設備及び機器類の整備に関すること。 

（10）原子力災害時における医療対応（以下「原子力災害医療」という。）のための設備等の整備に関すること。 

（11）防護資機材の整備に関すること。 

（12）防災対策資料の整備に関すること。 

（13）事故状況等の把握及び通報連絡に関すること。 

（14）オフサイトセンターの管理・運営に関すること。 

（15）石川県災害対策本部（以下「県本部」という。）及び石川県現地災害対策本部（以下「県現地本部」という。）
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の設置及び廃止に関すること。 

（16）合同対策協議会等への参加等に関すること。 

（17）緊急時モニタリングに対する協力に関すること。 

（18）住民等に対する広報及び指示伝達に関すること。 

（19）住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物の摂取制限等に関すること。 

（20）原子力災害医療措置に関すること。 

（21）緊急輸送及び必需物資の調達に関すること。 

（22）放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に関すること。 

（23）石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策本部の設置及び廃止に関すること。 

（24）各種制限措置の解除に関すること。 

（25）住民等の健康に関すること。 

（26）損害賠償の請求に必要な資料の作成に関すること。 

（27）関係市町の原子力防災対策に対する指示、指導及び助言に関すること。 

（28）富山県との連携に関すること。 

８ 輪島警察署 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）住民等に対する広報及び避難等の誘導に関すること。 

（２）立入禁止措置及び解除に関すること。 

（３）緊急事態応急対策実施区、原子力災害事後対策実施区域及びその周辺地域の警備並びに交通規制に関する

こと。 

（４）事故状況の把握に関すること。 

９ 指定地方行政機関 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）中部管区警察局 

ア 管区内各県警察との指導、調整に関すること。 

イ 他管区警察局との連携に関すること。 

ウ 関係機関との協力に関すること。 

エ 情報収集及び連絡に関すること。 

オ 警察通信の確保及び統制に関すること。 

（２）北陸財務局 

ア 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

イ 金融機関に対する緊急措置等の指示に関すること。 

ウ 提供・利用可能な国有財産（未利用地、庁舎、宿舎）の情報提供に関すること。（平常時における定期また

は随時の情報提供を含む。） 

エ 災害等発生時における国有財産（未利用地等、庁舎、宿舎）の無償貸付等に関すること。（各省庁所管財

産を含めた広範対応を含む。） 

（３）東海北陸厚生局 

ア 原子力災害医療措置の連絡調整に関すること。 

（４）北陸農政局 

ア 農産物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導に関すること。 
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イ 主要食糧等の需給対策に関すること。 

ウ 主要食糧の緊急引渡措置に関すること。 

（５）近畿中国森林管理局 

ア 林野及び林産物の汚染対策の指導に関すること。 

（６）中部経済産業局 

ア 原子力災害時における防災関係物資の確保に係る情報収集及び関係機関との連絡調整に関すること。 

イ 産業（中小企業を含む）の被害状況及び被災事業者への支援に関すること。 

ウ ライフラインの早期復旧に関すること。 

（７）北陸信越運輸局（石川運輸支局） 

ア 輸送確保のための連絡調整に関すること。 

イ 運送事業者の安全輸送確保等に係る指導に関すること。 

（８）大阪航空局（能登空港・航空路監視レーダー事務所） 

ア 発電所上空の飛行制限に関すること。 

イ 人員、応急物資等の空輸の利便確保に関すること。 

（９）東京管区気象台（金沢地方気象台） 

ア 気象状況の把握及び通報連絡に関すること。 

（10）第九管区海上保安本部（七尾海上保安部等） 

ア 船舶に対する緊急通報及び避難、立入制限等の各種制限措置に関すること。 

イ 海上における救助・救急活動及び依頼等に基づく活動の支援に関すること。 

ウ 海上の緊急事態応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保に関すること。 

エ 海上における緊急時環境放射線モニタリングの支援に関すること。 

（11）北陸総合通信局 

ア 災害時における非常通信の確保に関すること。 

（12）石川労働局 

ア 労働者の被ばく管理の監督指導に関すること。 

イ 労働災害調査及び労働者の労働災害補償に関すること。 

（13）北陸地方整備局（金沢河川国道事務所） 

ア 一般国道の国道交通大臣管理区間の通行確保に関すること。 

（14）中部近畿産業保安監督部 

ア 高圧ガス、液化石油ガス、火薬類、コンビナート、鉱山、電気、ガス等所掌に係る施設の保安の確保に

必要な監督又は指導に関すること。 

（15）北陸地方整備局（金沢港湾・空港整備事務所） 

ア 金沢港、七尾港、輪島港及び小松空港に関する国の直轄土木工事及びその災害普及に関すること。 

（16）中部地方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に関すること。 

イ 災害時における廃棄物に関すること。 

（17）国土地理院北陸地方測量部 

ア 災害情報の収集及び伝達における地理空間情報の活用に関すること。 

イ 災害予防、災害普及及び復興における国土地理院の防災関連情報の活用に関すること 

ウ 災害時等における地理情報システムの活用に関すること。 
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エ 災害復旧及び復興のための公共測量の技術的に助言に関すること。 

10 自衛隊 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）陸上自衛隊中部方面総監部（第 14 普通科連隊） 

ア 災害応急救援活動に関すること。 

イ 緊急時モニタリングの支援に関すること。 

ウ 人員、物資等の陸上輸送支援に関すること。 

エ その他災害応急対策の支援に関すること。 

（２）海上自衛隊舞鶴地方総監部 

ア 災害応急救援活動に関すること。 

イ 緊急時モニタリングの支援に関すること。 

ウ 人員、物資等の海上輸送支援に関すること。 

エ その他災害応急対策の支援に関すること。 

（３）航空自衛隊第 23警戒群、輪島分屯基地 

ア 災害応急救援活動に関すること。 

イ 緊急時モニタリングの支援に関すること。 

ウ 人員、物資等の航空輸送支援に関すること。 

エ その他災害応急対策の支援に関すること。 

11 指定公共機関 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）日本郵政株式会社北陸支社 

ア 災害時における郵便業務の確保等に関すること。 

イ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策に関すること。 

（２）西日本旅客鉄道株式会社金沢支社 

ア 緊急輸送に対する協力に関すること。 

（３）日本貨物鉄道株式会社金沢支店 

ア 救援物資の輸送に対する協力に関すること。 

（４）ＮＴＴ西日本株式会社金沢支店 

ア 通信の確保に関すること。 

（５）ＮＴＴドコモビジネス株式会社北陸支社 

ア 通信の確保に関すること。 

（６）株式会社ＮＴＴドコモ北陸支社 

ア 通信の確保に関すること。 

（７）ＫＤＤI 株式会社北陸総支社 

ア 通信の確保に関すること。 

（８）ソフトバンクテレコム株式会社地域総務部（北陸） 

ア 通信の確保に関すること。 

（９）楽天モバイル株式会社（金沢支社） 

ア 通信の確保に関すること。 
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（10）日本赤十字社石川県支部 

ア 医療救護に関すること。 

イ 義援金品の募集及び配分に関すること。 

（11）北陸電力送配電株式会社（石川支社） 

ア 電力供給に関すること。 

（12）日本放送協会金沢放送局 

ア 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

イ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（13）日本銀行（金沢支店） 

ア 災害時における金融上の措置等に関すること。 

（14）中日本高速道路株式会社 

ア 高速自動車道の維持管理及び防災対策の実施に関すること。 

イ 災害時の高速自動車道の輸送路の確保に関すること。 

ウ 高速自動車道の早期災害復旧に関すること。 

（15）日本通運株式会社（金沢支店） 

ア 災害時における陸路の緊急輸送の確保に関すること。 

（16）福山通運株式会社（金沢支店） 

ア 災害時における陸路の緊急輸送の確保に関すること。 

（17）佐川急便株式会社（北陸支店） 

ア 災害時における陸路の緊急輸送の確保に関すること。 

（18）ヤマト運輸株式会社（金沢主管支店） 

ア 災害時における陸路の緊急輸送の確保に関すること。 

（19）イオン株式会社 

ア 災害時における物資の調達・供給確保。 

（20）ユニー株式会社 

ア 災害時における物資の調達・供給確保。 

（21）株式会社セブンイレンブン・ジャパン 

ア 災害時における物資の調達・供給確保。 

（22）株式会社ローソン 

ア 災害時における物資の調達・供給確保。 

（23）株式会社ファミリーマート 

ア 災害時における物資の調達・供給確保。 

（24）株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

ア 災害時における物資の調達・供給確保。 

12 指定地方公共機関 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）北陸放送株式会社 

ア 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

イ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 
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（２）石川テレビ放送株式会社 

ア 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

イ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（３）株式会社テレビ金沢 

ア 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

イ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（４）北陸朝日放送株式会社 

ア 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

イ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（５）株式会社エフエム石川 

ア 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

イ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（６）株式会社北國新聞社 

ア 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（７）株式会社中日新聞北陸本社 

ア 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 

（８）北陸鉄道株式会社 

ア 緊急輸送に対する協力に関すること。 

（９）のと鉄道株式会社 

ア 緊急輸送に対する協力に関すること。 

（10）IR いしかわ鉄道株式会社 

ア 緊急輸送に対する協力に関すること。 

（11）（公社）石川県医師会 

ア 医療救護に関すること。 

（12）（公社）石川県看護協会 

ア 看護活動に関すること。 

（13）石川県治水協会 

ア 河川、海岸、水防及び災害復旧事業に関すること。 

（14）（一財）石川県エルピーガス協会 

ア LP ガス施設の応急復旧に関すること。 

イ LP ガスの安定供給の確保に関すること。 

（15）（一社）石川県歯科医師会 

ア 歯科医療救護活動に関すること。 

（16）（公社）石川県薬剤師会 

ア 薬剤師活動や医療品供給に関すること。 

（17）（公社）石川県栄養士会 

ア 栄養管理に関すること。 

（18）（一社）石川県建設業協会 

ア 災害時における応急対策工事に関すること。 
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（19）金沢エナジー株式会社 

ア 災害時における都市ガス及びＬＰガスの安定供給の確保に関すること。 

（20）小松ガス株式会社 

ア 災害時における都市ガス及びＬＰガスの安定供給の確保に関すること。 

13 公共的団体等 

処理すべき事務又は業務の大綱 

（１）能登北部医師会 

ア 医療救護に関すること。 

（２）能登農業協同組合 

ア 町、県及び防災関係機関が実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

イ 農作物の出荷規制、受給調整に関すること 

（３）能登森林組合 

ア 町、県及び防災関係機関が実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

（４）石川県漁業協同組合穴水支所 

ア 町、県及び防災関係機関が実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

イ 原子力災害に関する情報の提供に関すること。 

ウ 原子力災害応急対策に要する船舶等の調整に関すること。 

エ 魚介類の出荷規制に関すること。 

（５）穴水町商工会 

ア 町、県及び防災関係機関が実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

イ 物価安定についての協力に関すること。 

14 北陸電力株式会社 

処理すべき事務又は業務の大綱 

ア 保安規定の制定に関すること。 

イ 原子力事業者防災業務計画の作成、修正に関すること。 

ウ 原子力防災組織の設置に関すること。 

エ 原子力防災管理者（発電所長）等の選任又は解任に関すること。 

オ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出に関すること。 

カ 発電所の防災体制の整備に関すること。 

キ 町の住民等への放射線防護等に関する知識の普及・啓発に関すること。 

ク 発電所の災害予防に関すること。 

ケ 非常用通信機器及び通信連絡体制の整備に関すること。 

コ 放射線測定設備（以下「敷地境界モニタリングポスト」という。）及び計測器等の整備に関すること。 

サ 敷地境界モニタリングポストにより測定した放射線量の記録及び公表に関すること。 

シ 放射線障害防護用器具及びその他資機材の整備に関すること。 

ス 従業員等に対する防災に係る教育訓練等に関すること。 

セ 原子力防災対策資料の整備に関すること。 

ソ 特定事象発生の通報等に関わること。 

タ 発電所の施設内の応急対策に関すること。 

チ 災害状況等の把握及び防災関係機関に対する情報の提供に関すること。 
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ツ 緊急時モニタリングの実施に関すること。 

テ 合同対策協議会等への参加等に関すること。 

ト 町、県及び防災関係機関等が実施する防災対策に対する協力及び連携に関すること。 

ナ 汚染の除去等に関すること。 

ニ 災害復旧に関すること。 

ヌ 損害賠償の請求等への対応に関すること。 
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第５節 広域的な活動体制 

原子力災害時における広域的活動体制は，次のとおりとする。 

原子力災害時における広域的活動体制 

 

  

北陸電力（株） 志賀原子力発電所 

原子力事業者防災組織－原子力防災管理者（発電所長） 事故現場 

国 

国の原子力 
災害対策本部 

本部長 
(内閣総理大臣) 

国の原子力 
現地対策本部 

現地本部長 
(内閣府副大臣) 

志賀原子力 
規制事務所 

日本原子力研究開発機構 

電力事業者 

放射線医学総合研究所 

自衛隊 

警察機関 

消防機関 

その他防災関係機関 

石  川  県 

県災害対策本部 

本部長 
(知事) 

県現地対策本部 

現地本部長 
(副知事) 

穴水町 

派遣員 

町 

本部長 
(町長) 

原子力災害 

合同対策協議会 

住     民     等 

オフサイトセンター 

参画 

参画 

参画 

参画 

参画 参画 

指示 

指示 

応急対策 応急対策 応急対策 

避難・屋内 

退避等指示 
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第２章 原子力災害予防計画 

第１節 発電所における予防措置等の責務等 

１ 発電所の保安管理 

（１）北陸電力は、保安規定を定め、それを遵守しなければならない。 

（２）原子力運転検査官は、発電所の運転状況、設備の保全状況、保安規定の遵守状況等について、巡視、検査

等を行い、発電所の安全性の確保に努めることとされている。 

（３）原子力防災専門官は、原子力事業者防災業務計画の作成及び北陸電力が実施する原子力災害予防対策につ

いて、指導及び助言を行うこととされている。 

２ 発電所における防災体制の確立 

北陸電力は、原災法第７条第１項の規定により発電所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原

子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な

業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、また、毎年当該防災業務計画に検討を加え、必要があるとき

は、これを修正し、原子力防災体制の整備に万全を期す。 
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第２節 原子力防災体制等の整備 

１ 合同対策協議会等の体制の整備 

（１）現地事故対策連絡会議 

町は、施設敷地緊急事態発生の通報があった場合は、国、県、北陸電力等と情報を共有するため、現地事

故対策連絡会議を組織する体制を整備する。 

なお、現地事故対策連絡会議は、原子力規制委員会が現地に派遣された指定行政機関等の職員相互の連絡・

調整を行うため、必要に応じ、指定行政機関等の職員をオフサイトセンターに集合させて開催するものであ

るが、町、県、北陸電力等に対して当該職員の派遣を求めることとなっている。 

（２）原子力災害合同対策協議会 

町は、原災法第 15 条の規定に基づく原子力緊急事態宣言（以下「原子力緊急事態宣言」という。）が発出さ

れた後は、国とともに、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策

について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会（以下「合同対策協議会」という。）を組織する体

制を整備する。 

なお、合同対策協議会は、県及び町の災害対策本部の代表者をはじめ国の原子力災害現地対策本部の代表

者、指定公共機関の代表者及び北陸電力の代表者から権限を委任された者により構成され、原子力規制委員

会、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の専門家が

必要に応じ出席することとされている。 

（３）開催場所 

合同対策協議会等は、オフサイトセンターにおいて、開催される。 

（４）運営 

合同対策協議会等は、「オフサイトセンター運営要領（志賀原子力規制事務所が策定）」に基づいて運営され

る。 

２ 防災関係機関相互の連携体制の整備 

（１）県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする原子力規制委員会、内閣府、関係市町、警察、消防、

医療機関、指定公共機関、指定地方公共機関、北陸電力、その他の関係機関と原子力防災体制につき相互に

情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、防災対策に努めることとなっている。また、緊

急時に必要な装備、資機材、人員、避難やや避難退域時検査及び甲状腺被ばく線量モニタリング等の場所等

に関する広域的な応援について、応援協定の締結を促進するなど体制の整備を図るもこととなっている。 

（２）町は国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、県とともに、あらかじめ国又は他の都道府県

と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくなど、必要な

準備を整えておくものとする。 

（３）町は、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災

を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定締結も考慮するものとする。 

（４）町は、応急活動及び復旧活動に関し、関係機関や企業等との間で相互応援の協定を締結するなど、平常時

より連携を強化しておく。なお、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ、民

間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

（５）町は、円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定を締結する

など、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。 

（６）町は、県や防災関係機関とともに、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に防災関係機関等から応援

を受けることができるよう、防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよ
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う努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割

分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等につ

いて必要な準備を整えるものとする。 

（７）国、県、関係市町及び北陸電力株式会社は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安

全確保のため、相互に密接な情報交換を行うものとする。 

３ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊の要請体制等の整備 

町及び奥能登広域圏事務組合消防本部（以下「消防本部」という。）は、消防の応援について県内外の近隣市

町等との協定の締結を促進するなど、消防相互応援体制の整備に努めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣

要請のための手順、受入体制の整備に努める。 

４ 自衛隊派遣要請体制の整備 

町は、知事に対し、自衛隊への派遣要請を迅速に行えるよう、予め要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法、

受入体制の整備等必要な準備を整えておく。 

また、適切な役割分担を図るとともに、いかなる状況において、どのような分野（救急、救助、応急医療、緊

急輸送等）について、自衛隊の災害派遣が必要なのか、平常時よりその想定を行っておくものとする。 

５ 災害長期化に備えた体制の整備 

町は、国、県及び関係機関等と連携し、事態が長期化した場合に備え、あらかじめ非常参集職員の名簿（衛星

電話等非常用通信機器の連絡先を含む。）等を含む体制図を作成し、参集基準、参集対象者、連絡経路を明確に

しておくなど、職員の動員体制を整備しておくものとする。 

その際、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災活動に必要な人員及び防災

資機材が不足するおそれがあることも想定し、人員及び防災資機材の確保等において相互の連携を図るものと

する。 

６ 業務継続計画の策定 

町は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や

資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることか

ら、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとする。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の

実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等

を行うものとする。 

７ 感染症流行下における防護措置 

（１）町及び県は、令和２年における新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、避難所における避難者

の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進するものとする。 

（２）町は、避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の施

設の整備に努めるとともに、感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から環

境安全課と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用も含めて検討するよう努

める。 
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第３節 原子力防災知識の普及 

町は、原子力災害の特殊性を踏まえて、平常時から関係機関等と連携して、原子力防災知識の普及に努める。 

１ 防災業務関係者に対する教育 

原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、その防災業務に関わる者（以下「防災業務関係者」とい

う。）が、自らの業務に習熟することが必要であり、原子力災害対策に関する教育及び訓練を受けることが重要

である。又、教育及び訓練を通じて、組織の風土として「安全文化」を醸成し、これを維持・向上していく必要

がある。そのため町は、国、県及び防災関係機関と連携して、防災業務関係者に対して、原子力災害の発生又は

拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策の円滑かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項に

ついて教育を実施する。 

（１）教育の方法 

ア 研修会、講習会等の開催及び講師の派遣 

イ 研修会等への防災業務関係者の派遣 

（２）教育の内容 

ア 原子力防災体制及び組織に関すること。 

イ 原子力災害とその特殊性に関すること。 

ウ 発電所の施設（安全、防災対策を含む。）に関すること。 

エ 緊急時に国、県、町等が講じる対策に関すること。 

オ 放射線防護に関すること（防災資機材の使い方、放射線の健康への影響等）。 

カ 避難、誘導等の防護対策活動（緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項を含む。）に関すること。 

キ 放射性物質及び放射線の測定方法及び測定機器に関すること。 

ク 原子力防災対策上の諸設備に関すること。 

ケ 原子力災害医療（被ばくに対する応急手当を含む。）に関すること。 

コ その他必要と認める事項に関すること。 

２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及及び啓発 

町は、国、県、防災関係機関及び北陸電力と協力して、住民に対して、原子力防災に関する知識の普及及び啓

発を図るため、次に掲げる事項について広報活動を実施する。なお、防災知識の普及と啓発に際しては、要配慮

者の多様なニーズに十分に配慮し、地域において要配慮者を支援する体制を整備するよう努めるとともに、被災

時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するように努めることに加え、家庭動物の飼養の有無に

よる被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。 

（１）普及及び啓発の方法 

ア 講習会、研修会等の開催 

イ 見学、現地調査等の実施 

ウ ビデオ・パンフレット等の配布 

エ インターネットによる情報発信 

オ 原子力防災訓練の映像による配信 

（２）普及及び啓発の内容 

ア 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

イ 発電所の施設（安全、防災対策を含む。）の概要に関すること。 

ウ 原子力災害とその特殊性に関すること。 

エ 緊急時における情報及び指示の伝達方法に関すること。 
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オ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

カ 原子力災害時に国、県、町等が講じる対策に関すること。 

キ 屋内退避の方法、避難所等の所在地及び避難方法、避難退域時検査の場所及び方法、医療機関の場所等

に関すること。 

ク 安定ヨウ素剤の予防服用に関すること。 

ケ 緊急時に住民等がとるべき行動及び避難所等での行動等に関すること。 

コ その他必要と認める事項に関すること。 

３ 災害教訓の伝承 

町は、国及び県と連携し、原子力災害の教訓や災害文化を後世に伝えるため、原子力災害に関する各種資料を

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 
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第４節 原子力防災訓練の実施 

１ 町は、国、県、防災関係機関及び北陸電力と連携して、防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上

を図り、併せて住民等の防災意識の高揚を図るため、次に掲げる訓練を計画的に実施する。 

（１）緊急時通信連絡訓練 

（２）オフサイトセンター立ち上げ及び運営支援訓練 

（３）災害対策本部等設置訓練 

（４）緊急時モニタリング訓練 

（５）広報訓練 

（６）避難等措置訓練 

（７）原子力災害医療措置訓練 

（８）その他必要と認める訓練 

２ 訓練を実施するにあたっては、複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオのも

と、参加者に事前にシナリオを知らせないブラインド訓練や机上において想定事故に対する対応や判断を試す

訓練など、現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫するよう努める。この際、各機関

の救援活動等の連携強化に留意するものとする。 

また、訓練終了後、専門家や訓練参加機関による検討会等を活用して、その評価及び課題の整理等を行い、事

後の訓練等に反映する。 
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第５節 通信連絡体制の整備 

町は、県、防災関係機関、北陸電力、原子力規制委員会及び内閣府と連携して、相互に原子力災害に関する情

報の収集及び伝達を円滑に行うため、専用回線等による電話、ファクシミリ及び防災行政無線等の通信連絡設備

の整備に努め、通信連絡体制の充実強化を図る。 

特に、夜間、休日の場合等においても対応できる体制の整備を図る。 

１ 通信連絡設備の整備 

（１）町、消防機関 

ア 防災行政無線 

イ 消防無線 

ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器 

（２）北陸電力 

ア 発電所と県、町及びオフサイトセンターの間の専用回線網で接続する電話・ファクシミリ等の回線網 

イ 発電所と国、県、町及び防災関係機関へのファクシミリ 

ウ 北陸電力内部を専用回線で結ぶ社内通信施設 

エ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器 

２ 通信連絡体制の確立 

町は、緊急時における各機関内部及び各機関相互の迅速かつ的確な通信連絡を確保するため、定期的に通信連

絡訓練等を充実し、操作方法の習熟と通信連絡設備等の適正な管理に努める。 

また、通信連絡体制の整備において、通常の通信手段が確保できない場合を考慮して、平常時から代替ルート

の確保に努める。更に、北陸地方非常通信協議会との連携に努めるとともに、NTT西日本株式会社災害時優先電

話及び無線電話等の配備について確認し、運用方法等の習熟に努めるほか、災害時にも活用できるような非常用

電源の確保、ＩＰ電話を利用する場合でのネットワーク機器等の停電対策等を講じる。 

３ 住民等に対する情報伝達設備の整備 

（１）町 

ア 町は、緊急時において、住民等に対して、被災者の危機回避のための情報を含め、的確かつ分かりやす

い情報を迅速に伝達するため、地域の実情に応じて、防災行政無線、 全国瞬時警報システム（J-ALERT）、テ

レビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソー

シャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を

図るとともに、情報伝達に関する責任者及び実施者をあらかじめ定めるなど、必要な体制を整備する。 

【広報設備機器使用及び管理体制】 

◇穴水町防災行政無線 

名称等 数量 

同
報
系 

親局 １局 

中継局 １局 

通信所 ２所 

屋外拡声設備（子局） 55箇所 

 

イ 町は、緊急時において、石川県漁業協同組合穴水支所に対して、周辺海域で操業する所属漁船へ災害情

報の提供及び必要な指示の伝達を要請する体制を整備する。 

ウ 町は、国及び県と連携し、住民からの問い合わせに対応する住民相談窓口の設置等について、あらかじ
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めその方法、体制等を整備する。 

エ 町は、原子力災害の特殊性に鑑み、要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達

されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時からこれらの者に対する情報伝達体制

を整備する。 

オ 町は、新たな情報通信媒体について、平常時から災害時における有用性についての検討を行うとともに、

有用であれば、その情報通信媒体の導入に努める。 

（２）県 

ア 県は、緊急時において、住民等に対して、テレビ、ラジオ等の報道機関への緊急警報放送を要請する体

制を整備する。 

イ 県は、緊急時において、周辺海域の船舶に対して、海上保安部及び漁業協同組合へ災害情報の提供及び

必要な指示の伝達を要請する体制を整備する。 

ウ 県は、新たな情報通信媒体について、平常時から災害時における有用性についての検討を行うとともに、

有用であれば、その情報通信媒体の導入に努める。 

４ 町職員の通信連絡体制 

町の各課（局）長は、町地域防災計画「一般災害対策編」第３章「災害応急対策計画」第１節「初動体制の確

立」に基づき、次の事項を盛り込んだ防災活動要領（マニュアル）等の整備を図る。 

（１）緊急時の配備計画 

（２）緊急時の連絡体制 

（３）緊急時の各職員の担当業務 

（４）その他必要事項 
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第６節 環境放射線モニタリング体制の整備 

緊急時モニタリングを実施するために、原子力規制委員会（全面緊急事態においては原子力災害対策本部。）

の統括の下、緊急時モニタリングセンターが設置される。町は、県が作成する緊急時モニタリングの手順等を示

した「石川県緊急時モニタリング計画」の策定、見直しに協力するとともに、緊急時モニタリングセンターへの

要員の派遣等の協力を行うための体制を整備する。また、町は、国、県及び北陸電力と連携して、緊急時モニタ

リングの迅速かつ的確な実施を確保するため、定期的に緊急時モニタリング資機材の操作訓練、操作講習会等を

実施し、操作方法の習熟と資機材の適正な管理に努める。 
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第７節 原子力災害医療体制の整備 

１ 安定ヨウ素剤の備蓄 

県は、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくを予防するため、町住民に必要な量の安定ヨウ素剤を避難等の際に配

布できるよう適切な場所に備蓄することになっており、町は、県から要請があれば、安定ヨウ素剤を穴水総合病

院に保管し、適正な管理に努める。 

町は、県と連携し、避難等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用を適切に行える体制を整備する。また、原子力

災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤の服用効果等について平常時から住民等へ周知徹底に努める。 

町は地区別、避難施設別に必要な安定ヨウ素剤の数量を定めて安定ヨウ素剤数量の明細表を作成する。 

２ 原子力災害医療体制の確立 

町は、原子力災害医療体制が一般的な救急医療体制と密接な連携を図るように努める。 

また、町は、県や関係医療機関が、緊急時医療を迅速かつ的確に実施するため、定期的に実施する原子力災害

医療資機材の操作訓練、操作講習会等に関係職員を派遣し、操作方法の習熟と医療資機材の適正な管理に努め

る。 
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第８節 防護資機材等の整備 

１ 防護資機材等の整備 

町及び防災関係機関は、県と連携して、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全を確保

するため、防護資機材等の整備を図る。 

２ 防護資機材等の操作訓練等 

町及び防災関係機関は、災害応急対策の迅速かつ的確な実施を確保するため、国及び県と連携して、定期的に

防護資機材等の操作訓練、操作講習会等を実施し、操作方法の習熟と防護資機材等の適切な管理に努める。 
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第９節 救助・救急用資機材の整備等 

１ 救助・救急用資機材等の整備 

町及び消防本部は、県、北陸電力等と協力し、災害応急対策の実施に必要な救助・救急のための資機材を整備

する。 

２ 救助・救急活動体制の整備 

町は、県と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化

を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図るものとする。また、消防本部は、北陸電

力株式会社による被ばく傷病者等の搬送、受入れについての通信連絡について、国や各防災関係機関と同様に、

緊密な関係を維持するよう努める。 
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第１０節 避難計画の策定 

１ 緊急避難先の確保 

（１）町は、事故の状況に応じて臨機応変に対応できるよう、事前にできるだけ多くの避難先を確保する。 

（２）町は、事故発生時の速やかな対応と、避難後の住民サービスの点を考慮し、あらかじめ避難先の基本的な

割り振りを設定し、体制整備を図る。 

２ 避難手段の確保 

避難手段に関しては、町は県と連携し、災害の状況等も踏まえ、自家用車をはじめ、自衛隊車両や自治体車両

などの国、県、関係市町等の保有する車両、バス協会などの民間車両、さらには海上交通手段などあらゆる手段

を活用する。 

３ 避難計画の作成 

町は、住民等の屋内退避及び避難等の防護対策を実施するに当たって、住民等の適切な行動の確保と混乱の防

止を図るため、本計画及び「石川県避難計画要綱」に基づき、次の事項を盛り込んだ避難計画を作成する。 

ア 発電所からの距離別人口、世帯数 

イ 地区の連絡担当者 

ウ 屋内退避施設（施設の名称、所在地、収容可能人員数、責任者） 

エ 避難所（施設の名称、所在地、収容可能人員数、責任者） 

オ 自家用自動車数及び船舶数 

カ 移送を要する推定人員 

キ 集合場所 

ク 避難経路及び避難方法 

ケ 避難退域時検査の場所 

コ 観光施設等多くの住民等が集まる施設の連絡先 

サ その他必要な事項 

４ 要配慮者の避難誘導等 

（１）町は、災害時の避難等について必要な支援を行うため、周辺住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、

介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時よ

り、在宅の要配慮者に関する情報を把握に努める。 

（２）社会福祉施設や医療機関の施設管理者は、県及び町等と連携し、原子力災害時における避難経路、誘導責

任者、誘導方法、要配慮者の移送に必要な資機材の確保等についてとりまとめた避難計画を作成する。なお、

社会福祉施設や医療機関の施設については、搬送に伴うリスクを勘案すると早急な避難をすることが適当で

はなく、移送先の受入準備が整うまで、一時的に施設等に屋内退避を続けることが有効な放射線防護措置で

あることに留意する。 

（３）町は、国及び県と連携して、施設敷地緊急事態又は全面緊急事態に備え、病院や介護施設等に所在してい

る等により早期の避難が困難である要配慮者等が一時的に退避する施設等の放射線防護対策の整備に努め

るものとする。 

なお、（１）から（３）以外の要配慮者の避難誘導等に関する事項は、地域防災計画 一般災害対策編 第２

章 災害予防計画「第 13 節 要配慮者対策」により実施する。 

５ 学校等施設における避難計画の作成 

学校等施設の管理者は、県及び町と連携し、原子力災害時における園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」

という。）の安全を確保するため、あらかじめ、避難場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法等についての避難
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計画（学校安全計画等）を作成するものとする。 

また、町は県と連携し、学校等が保護者との間で、災害発生時における生徒等の保護者への引渡しに関するル

ールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

６ 不特定多数の者が利用する施設に係る避難計画の作成 

駅等、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、県及び関係市町と連携し、避難誘導に係る計画の

作成及び訓練の実施に努めるものとする。なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した

計画、訓練とするよう努めるものとする。 

７ 住民等の避難状況の確認体制の整備 

町は、屋内退避又は避難のための立退き指示等を行った場合において、住民等の避難状況を的確に確認するた

めの体制をあらかじめ整備しておく。 

８ 避難所・避難方法等の周知の徹底 

町は、屋内退避の方法及び避難所の所在地・避難方法、安定ヨウ素剤配布の場所及び避難退域時検査の場所・

方法並びに甲状腺被ばく線量モニタリングについて、平常時から住民等への周知徹底に努める。 
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第１１節 保健衛生対策の体制整備 

町は、避難所等での保健衛生対策の体制整備について、地域防災計画 一般災害対策編 第２章災害予防計画

「第 16節健康管理活動体制の整備」及び「第 17節こころのケア体制の整備」により実施する。 
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第１２節 飲食物の出荷制限、摂取制限等に関する体制の整備 

町は、国、県及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制をあらかじめ定めておく。 

また、国等から飲食物の出荷制限、摂取制限の指示があった場合に備え、県の助言をもとに住民への飲食物を

供給する体制をあらかじめ定めておく。 
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第１３節 緊急輸送活動体制の整備 

１ 海路・空路による交通・物流の確保 

町は、国、県、関係機関と連携し、民間事業者の協力も得て、平時から奥能登などの地域において、災害の状

況、警戒区域等の設定により、陸上交通に支障が生じた場合を想定し、海上輸送や航空輸送を含めた様々な方法

で交通手段・物流手段の確保に努める。 

また、放射線や放射性物質の影響を避けるために住民避難等を行った後で、再度、避難等が必要になった場合

においても同様にあらゆる手段を確保するための体制を整備する。 

２ 民間事業者等の活用 

（１）町は、県と連携し、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点に

おける運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するために

体制整備を図る。 

（２）町は、県と連携し、物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資

の輸送拠点となる施設への非常用電源や非常用通信設備の設置の推進、緊急通行車両等への優先的な燃料供

給等、環境整備に努める。 

（３）町は、県と連携し、輸送協定を締結した民間事業者の車両は、あらかじめ緊急通行車両確認標章等の交付

を受けることができることについて、周知及び普及を図る。 
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第１４節 防災ボランティアの活動 

町及び防災関係機関は、県、（公財）石川県県民ボランティアセンター、日本赤十字社、社会福祉協議会等やボ

ランティア団体及びＮＰＯ等と連携して、緊急時において、ボランティアの防災活動が安全で円滑に行えるよう

に環境の整備を図る。 

なお、ボランティアに対しては、その自発性を尊重しながらも、放射線による被ばくの程度を自ら判断できな

いことなどから、その特殊性の周知を図る。 

１ 防災ボランティアの把握等 

町は、県等と連携して、防災ボランティアを活用するため、一定の知識、経験や特定の資格を有するボランテ

ィアについて、その把握に努める。 

２ 防災ボランティアの育成 

町及び防災関係機関は、県と連携して、ボランティアに対して原子力防災に関する研修会の開催や原子力防災

訓練等への参加の呼びかけに努める。 

３ 防災ボランティアの支援 

防災ボランティアに対しては、活動に必要な情報を提供するとともに、各種活動や安全確保に必要な物資を提

供するなどの支援を行う。 
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第１５節 防災対策資料の整備 

１ 防災対策上必要とされる資料の整備 

町は、原子力災害時において、的確な応急対策を講ずるため、県と連携して、次に掲げる社会環境に関する資

料及び放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料等を整備しておく。 

（１）社会環境に関する資料 

ア 発電所周辺地図 

イ 発電所からの距離別人口、世帯数、要配慮者の概要等に関する資料 

ウ 道路、鉄道、ヘリポート、空港などの輸送交通手段に関する資料 

エ 避難所及び屋内退避に適する屋内退避施設に関する資料 

オ 発電所周辺地域の特殊施設（学校、社会福祉施設、医療施設等）に関する資料 

カ 原子力災害医療施設等に関する資料 

キ 報道機関及び広報施設等に関する資料 

ク その他必要な資料 

（２）放射性物質又は放射線による影響に関する資料 

ア 発電所施設に関する資料 

イ 発電所周辺地域の気象・海象に関する資料 

ウ モニタリングポストの配置図及び環境試料採取の候補地点図 

エ 平常時モニタリングに関する資料 

オ 緊急時モニタリングに関する資料 

カ 飲料水及び農林水産物及び畜産物（以下「農林水産物」という。）に関する資料 

キ その他必要な資料 

（３）原子力防災資機材等に関する資料 

ア 防護資機材の備蓄・配備状況 

イ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況 

２ 原子力防災関連情報の収集・蓄積と分析整理体制の整備 

町は、県と連携して、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努めるとともに、収集した情報を的確に

分析整理するための人材の育成と必要に応じた専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備に努める。 
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第１６節 事業所外運搬中の事故に対する防災体制の整備 

１ 原子力事業者等 

北陸電力株式会社及び運搬を委託された者（以下、「原子力事業者等」という）は、国と連携して、核燃料物

質等の運搬中の事故が発生した場合における危険時の措置を迅速かつ的確に行うための体制を整備する。 

２ 国 

（１）国は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、関係機関等への連絡、事故情報の収集、国

の職員及び専門家の現地への派遣、対外発表等の危険時の措置を迅速に行うために核燃料物質安全輸送マニ

ュアル等の充実・強化を図るなど必要な体制を整備することとなっている。 

（２）国は、原子力緊急事態に至った場合において、原子力事業者等と連携して、主体的に原子力緊急事態応急

対策を行うために必要な体制を整備する。 

３ 県 

知事は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、国、町長等への通報連絡及び事故の状況把握

並びにその状況に応じて原子力発電所における応急対策に準じた必要な措置を実施するための体制を整備する

こととなっている。 

４ 町 

町長は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、知事及び警察署長等への通報連絡や事故の状

況把握等に必要な体制を整備する。 

５ 消防 

奥能登広域圏事務組合穴水消防署長（以下「消防署長」という。）は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生し

た場合において、町長及び知事へ通報連絡及び事故の状況把握並びにその事故の状況に応じて、消防職員の安全

確保を図りながら、北陸電力株式会社と協力して、消火、救助、救急等の措置を実施するための必要な体制を整

備する。 

６ 警察 

輪島警察署長（以下「警察署長」という。）は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、警察本

部長等へ通報連絡及び事故の状況把握並びにその事故の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子

力事業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等の措置を実施するための必要な体制を整備することと

なっている。 

７ 海上保安部 

第九管区海上保安本部七尾海上保安部長（以下「海上保安部長」という。）は、核燃料物質等の運搬中の事故

が発生した場合において、知事及び町長へ通報連絡及び事故の状況把握並びにその事故の状況に応じて、海上保

安職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、現場海域への立入制限、人命救助等の措置を実施

するための必要な体制を整備することとなっている。 
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第３章 原子力災害応急対策計画 

 

第１節 通報連絡体制 

１ 警戒事態発生時の通報連絡体制 

町は、警戒事態の発生時においては、国、県、防災関係機関及び北陸電力との連絡を密にし、相互に通報連絡

を行う。 

なお、県は、警戒事態の発生及びその後の状況について、町及び防災関係機関に連絡することとなっている。 

２ 施設敷地緊急事態等発生時の通報連絡体制 

施設敷地緊急事態等（施設敷地緊急事態又は全面緊急事態をいう。以下、本節において同じ）の発生時におい

て、国、県、町、防災関係機関及び北陸電力は、災害応急対策活動を実施するために必要な情報の収集、把握及

び伝達のために、次の通報連絡系統により相互に通報連絡を行う。 
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事故通報（第１報「原災法第10条第１項に基づく通報」）通報連絡系統図 

 

 

  

北陸電力㈱ 

東京支社 

北陸電力㈱本社 

（原子力本部含む） 

北陸電力㈱志賀原子力発電所 

原子力防災管理者 

志賀原子力規制事務所 

経済産業省 

中部経済産業局 

電力・ガス事業北陸支局 

総務課 

原子力規制委員会 

原子力規制庁 

総務課 

事故対処室 

内閣府（内閣総理大臣） 

経済産業省 

資源エネルギー庁 

内閣官房 

内閣政府政策統括官付 

（防災担当） 

関係省庁 

県各部局等 

消防保安課 

医療対策課 

原子力安全対策室 

保健環境センター 

中能登総合事務所 

奥能登総合事務所 

石川県 

危機管理監部 

危機対策課 

（石川県庁） 

穴水町 

環境安全課 

（穴水町役場） 

奥能登広域圏 

事務組合消防本部 

中部管轄警察局 

広域調整第二課 

第九管区海上保安本部 

警備救難部救難課 

東京管区気象台 

総務部業務課 

陸上自衛隊 

中部方面総監部 

防衛課運用班 

陸上自衛隊 

第10師団 

3部防衛班 

陸上自衛隊 

第14普通科連隊 

第3科 

航空自衛隊（第 6航空団） 

海上自衛隊 舞鶴地方総監部 

第九管区海上保安本部 

七尾海上保安部警備救難課 

金沢地方気象台 

石川県警察本部 

警備部警備課 

輪島警察署 

地域課 

七尾労働基準監督署 

TEL及びFAXによる通信連絡 

TELによる通信連絡 

 FAXによる通信連絡 
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ア 発電所の通報連絡 

（ア）原子力防災管理者（発電所長）は、施設敷地緊急事態の発生について通報を受け、又は自ら発見した

ときは、原災法第 10条第１項及び原子力事業者防災業務計画第３章第１節１（２）に基づき、ただち

に、町長をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、原子力規制委員会、知事、原子力防災専門官、関係警察

署長、関係消防本部消防長（以下「消防長」という。）並びに金沢海上保安部長に対して、直ちに「特

定事象発生通報」（原子力事業者防災業務計画様式７）をファクシミリにより一斉に送信することとな

っている。 

さらに、町長をはじめ、官邸（内閣官房）、内閣府、経済産業大臣、文部科学大臣、知事及び原子力防

災専門官等の主要な機関に対しては、その着信を電話等により確認することとなっている。 

なお、通報連絡事項は次のとおりとする。 

ａ 特定事象の発生箇所 

ｂ 特定事象の発生時刻 

ｃ 特定事象の種類 

ｄ 想定される原因 

ｅ 検出された放射性物質及び放射線量の状況 

ｆ 主な施設・設備等の状況 

ｇ その他特定事象の把握に参考となる情報 

（イ）原子力防災管理者（発電所長）は、通報に係る事象が全面緊急事態に至った場合は、原子力事業者防災

業務計画第３章第３節１（２）に基づき、直ちに（ア）に準じて「特定事象発生通報」（原子力事業者

防災業務計画様式９）により通報連絡する。 

イ 国の通報連絡 

（ア）原子力規制委員会は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の発生について通報を

受けた事象について、原子力緊急事態が発生しているか否かの判断を直ちに行い、事象の概要及び事

象の今後の進展の見通し等事故情報について、町長をはじめ官邸（内閣官房）や、内閣府、関係省庁、

知事及び県警本部長に通報連絡を行うこととなっている。 

（イ）原子力規制委員会は、全面緊急事態に該当するときは、町長及び知事に対して、災害対策本部設置、避

難等の実施等を要請することとなっている。 

ウ 原子力防災専門官、原子力運転検査官の通報連絡 

原子力防災専門官及び原子力運転検査官は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の

発生について通報を受けた場合は、直ちに発電所の状況等を確認し、その結果等を、知事をはじめ原子力

規制委員会、志賀町長に通報連絡することとなっている。 

エ 県の通報連絡 

（ア）施設敷地緊急事態等の発生の通報連絡 

知事は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の発生について通報を受けた場合は、

直ちに、町長をはじめ原子力規制委員会、原子力防災専門官、海上保安部長、その他の防災関係機関の

長に通報連絡を行うとともに、発電所の状況等の確認に努めることとなっている。 

（イ）職員の派遣要請 

知事は、原災法第 10条第２項の規定に基づき、原子力規制委員会に対し、（ア）の通報連絡に併せ

て専門的知識を有する職員の派遣を要請することとなっている。 

（ウ）国等からの通報連絡事項の連絡 
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知事は、原子力規制委員会、原子力防災専門官及び原子力防災管理者（発電所長）から通報連絡を受

けた発電所の状況等については、直ちに町長及び防災関係機関の長に連絡することとなっている。 

オ 町の通報連絡 

町長は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の発生について通報を受けた場合は、

知事及び原子力防災専門官に通報連絡を行うとともに、発電所の状況等の確認及び町長が当面取るべき処

置についての指示を要請する。 

また、必要に応じ、知事を経由して、原子力規制委員会に対し、国の専門的知識を有する職員の派遣を

要請する。 

なお、防災関係機関の長に対しても通報連絡を行う。 

カ 警察機関の通報連絡 

警察署長は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の発生について通報を受けた場合に

は、県警察本部等へ通報連絡を行うこととなっている。 

また、町長へ通報連絡を行う。 

キ 海上保安部の通報連絡 

金沢海上保安部長等は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の発生について通報を受

けた場合は、知事へ通報連絡を行うこととなっている。 

ク 消防機関の通報連絡 

消防長は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態等の発生について通報を受けた場合は、

直ちに所属消防署長に通報し、必要な指示を行う。 

また、町長へ通報連絡を行う。 

ケ 県の環境放射線観測局で施設敷地緊急事態等の発生の通報を行うべき数値の検出を発見した場合の通

報連絡 

（ア）知事は、原子力防災管理者（発電所長）から通報がない状態において、県が設置している環境放射線

観測局により、施設敷地緊急事態等の発生の通報を行うべき数値を検出した場合は、原子力防災専門

官及び上席放射線防災専門官に通報連絡するとともに、発電所の状況等の確認に努めることとなって

いる。 

（イ）原子力防災専門官は、県から施設敷地緊急事態等の発生の通報を行うべき数値を検出した旨の連絡を

受けた場合は、原子力保安検査官と連携を図りつつ、直ちに原子力防災管理者（発電所長）に発電所の

状況の確認を行うよう指示し、その結果を直ちに町長をはじめ原子力規制委員会及び知事に通報する

こととなっている。 

（ウ）知事は、原子力防災専門官からイにより発電所の状況の確認結果の通報連絡を受けた場合は、直ちに

原子力規制委員会、消防庁長官、関係市町の長及び防災関係機関の長に通報連絡する。 

（エ）原子力防災管理者（発電所長）は、（イ）の結果が施設敷地緊急事態等に該当していた場合は、直ちに

施設敷地緊急事態等の発生について原子力事業者防災業務計画第３章第１節３（１）に基づき通報連

絡を行う。 
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３ 応急対策活動情報の連絡 

国、県、町、防災関係機関及び北陸電力は、災害応急対策活動情報等の収集、把握及び伝達のために、次の通

報連絡系統により相互に通報連絡を行う。 

事故通報（第２報以降）通常連絡系統図 

 

 

北陸電力㈱ 

東京支社 

北陸電力㈱ 

本店 

北陸電力㈱志賀原子力発電所 

原子力防災管理者 

志賀原子力規制事務所 

経済産業省 

中部経済産業局 

電力・ガス事業北陸支局 

総務課 

原子力規制委員会 

原子力規制庁 

総務課 

事故対処室 

内閣府（内閣総理大臣） 

経済産業省 

資源エネルギー庁 

内閣官房 

国の原子力災害対策本部 

（内閣府） 

又は 

関係省庁事故対策連絡会議 

県各部局等 

保健環境センター 

中能登総合事務所 

奥能登総合事務所 
石川県 

災害対策本部 

（石川県庁） 

穴水町 

環境安全課 

（穴水町役場） 

奥能登広域圏 

事務組合消防

本部 

第九管区海上保安本部 

警備救難部救難課 

陸上自衛隊 

中部方面総監部 

防衛課運用班 

陸上自衛隊 

第10師団 

3部防衛班 

陸上自衛隊 

第14普通科連隊 

第3科 

航空自衛隊（第 6航空団） 

海上自衛隊 舞鶴地方総監部 

第九管区海上保安本部 

七尾海上保安部警備救難課 

金沢地方気象台 

石川県警察本部 

警備部警備課 

輪島警察署 

地域課 

七尾労働基準監督署 

TEL及びFAXによる通信連絡 

TELによる通信連絡 

 FAXによる通信連絡 

 

 

 

 

消防庁 

特殊災害室 

オフサイトセンター 

原子力災害合同対策協議会 

（現地事故対策連絡会議） 

国の原子力災害現地対策本部 

県現地災害対策本部 
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（１）施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報の連絡 

ア 発電所の通報連絡 

原子力防災管理者（発電所長）は、施設敷地緊急事態の発生の通報を行った場合には、直ちに原子力災

害の発生又は拡大の防止のために必要な応急対策を行い、町長をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、原子力

規制委員会、知事、警察署長、消防署長、海上保安部長及び原子力防災専門官等並びに国の関係省庁事故

対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に対して、発電所の応急対策活動の概要、発電所の状況、災害の

状況等を定期的に「応急措置の概要」（原子力事業者防災業務計画様式11）により通報連絡する。 

イ 国の通報連絡 

原子力規制委員会及び内閣府は、町長をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、知事、関係市町の長との間に

おいて、知事、志賀町長及び原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受けた事項、国が行う応急対応策

活動等を随時連絡するなど、相互の連絡を密にすることとなっている。 

ウ 県の通報連絡 

県災害対策本部長（以下「県本部長」という。）（知事）は、原子力規制委員会、内閣府、消防庁長官及び

原子力防災専門官から情報を得るとともに、町長、関係市町の長、防災関係機関、原子力防災管理者（発

電所長）等から連絡を受けた事項、県が行う応急対策活動の状況等を随時、通報連絡することとなってい

る。 

また、県本部長（知事）は、原子力規制委員会、内閣府、消防庁長官、原子力防災専門官、町長、関係

市町の長、防災関係機関及び原子力防災管理者（発電所長）から通報連絡を受けた事項、県が行う応急対

策活動の状況等を町災害対策本部長（以下「町本部長」という。）（町長）及び防災関係機関の長に対して随

時通報連絡することとなっている。 

エ 町の通報連絡 

町本部長（町長）は、町が行う応急対策活動の状況等について、県本部長（知事）及び警察署長、消防署

長及び原子力防災専門官に対して随時通報連絡する。 

オ 警察機関の通報連絡 

警察署長は、警察署が行う応急対策活動の状況等について、警察本部を通じて、町本部長（町長）をは

じめ、県本部長（知事）及び原子力防災専門官に対して、随時通報連絡する。 

カ 消防機関の通報連絡 

消防署長は、消防機関が行う応急対策の状況等について、町本部長（町長）をはじめ県本部長（知事）

及び原子力防災専門官に対して、随時通報連絡する。 

キ 海上保安部の通報連絡 

海上保安部長は、海上保安部が行う応急対策活動の状況等について、県本部長（知事）及び原子力防災専

門官に随時通報連絡するよう努めることとなっている。 

ク 現地事故対策連絡会議における通報連絡 

現地事故対策連絡会議が開催されている場合は、関係機関による特定事象発生後の応急対策活動の状況

等の通報連絡は、原則として現地事故対策連絡会議において行い、情報の共有を図る。 

（２）緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報等の連絡 

ア 原子力災害合同対策協議会の組織 

町本部長（町長）は、原子力緊急事態宣言が発せられた場合は、速やかに、原災法第 22条の規定に基づ

き災害対策基本法第 23条第１項に規定する災害対策本部を設置する。 

また、国の原子力災害現地対策本部、県本部、防災関係機関及び北陸電力とともに、オフサイトセンタ
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ーに合同対策協議会を組織し、原子力緊急事態等に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応

急対策について相互に協力する。 

なお、国及び県は、現地対策本部をオフサイトセンターに設置することとなっている。 

イ 町及び県の合同対策協議会への参加 

町本部長（町長）又は町災害対策副本部長（以下「町副本部長」という。）（副町長）は、国の原子力災害

現地対策本部長、県本部長又は県現地災害対策本部長（以下「県現地本部長」という。）、北陸電力の代表者

等とともに、合同対策協議会全体会議に出席し、緊急事態応急対策のうち最重要事項の調整及び情報の共

有を行う。 

なお、合同対策協議会全体会議の主な役割は、次のとおりである。 

ａ 原子力災害対策本部での指示事項の連絡 

ｂ 屋内退避・避難等に関する原子力災害対策本部への提言 

ｃ 緊急時対応方針の確認 

ｄ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情報の共有 

ｅ モニタリング状況の報告 

ｆ プラント状況及び予測の報告 

ｇ プレス広報及び住民広報の内容の確認（主要なもの） 

ｈ 県、町及び関係機関からの要望の取りまとめ 

ｉ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と認めた事項 

ウ 合同対策協議会機能班への職員の派遣 

（ア）町本部長（町長）は、国の原子力災害現地対策本部、県現地本部、防災関係機関及び北陸電力ととも

に、合同対策協議会において、発電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、住民避難・屋内退避

状況の把握等の機能別に分けた（イ）の作業グループ（機能班）にそれぞれ職員を派遣することにより、

常時継続的に必要な情報を共有するとともに、町本部長（町長）が行う緊急事態応急対策について必

要な調整を行う。 

（イ）合同対策協議会の機能班の名称及びその主な任務は、次のとおりである。 

合同対策協議会の機能班及びその主な任務表 

機 能 班 名 機 能 主 な 任 務 

総 括 班 総合調整 ・合同対策協議会運営事務局 

・国の原子力災害現地対策本部長の補佐 

・合同対策協議会の決定事項の伝達 

・国、県、関係市町等との連絡調整 

・屋内退避、避難等に関する提言のとりまとめ  

・原子力緊急事態解除宣言の具申 

放 射 線 班 緊急時モニタリング実施のため

の調整・支援等 

・原子力災害対策本部放射線班等との情報共有・ 

調整 

・モニタリングデータ収集 

・放射性物質汚染対策に関する調整 

医 療 班 被災者に対する医療活動の把握 ・被害状況の把握 

・救助及び救命状況の把握 

・安定ヨウ素剤の配布、服用に関する連絡調整  

・避難退域時検査・簡易所線の指示 

・避難住民の被ばく状況の把握 
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機 能 班 名 機 能 主 な 任 務 

住民安全班 被災者の救助と社会秩序の維持

活動の把握調整 

・屋内退避及び避難状況の把握 

・避難経路等の選定（避難退域時検査場所を含む） 

・救助及び救命状況の把握 

・交通規制状況の把握 

・救急輸送実施状況の把握 

運営支援班 オフサイトセンター内の管理 ・参集者の食料等の調達 

・オフサイトセンターの環境整備 

・オフサイトセンターの出入り管理 

広 報 班 ・報道機関等対応 

・住民等への広報 

・報道機関等への対応 

・住民等への対応 

実動対処班 実動組織（自衛隊、消防、 

海保、警察）との調整 

・実動組織のオンサイト及びオフサイト対応に 

関する状況把握 

・現地対策本部で立案する計画に基づき実動組 

織の関与が必要な事項についての連絡調整 

プ ラ ン ト 

チ ー ム 

事故状況の情報提供 ・プラント情報の提供 

・プレス対応（プラント状況の説明） 

 

エ 県の連絡 

県本部長（知事）は、県現地本部長及び合同対策協議会に派遣した職員に対し、県本部長（知事）が行う

緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報、合同対策協議会において得た情報を随時連絡

することとなっている。 

オ 町の連絡 

町本部長（町長）は、合同対策協議会に派遣した職員に対し、町が行う緊急事態応急対策活動の状況、

被害の状況等に関する情報や、合同対策協議会において得た情報を随時連絡するなど、連絡を密にするも

のとする。 

カ 防災関係機関の連絡 

防災関係機関の長は、合同対策協議会に派遣した職員に対し、防災関係機関の長が行う緊急事態応急対

策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡する。 

また、派遣職員は、当該防災関係機関の長に対し、合同対策協議会において得た情報を随時連絡する。 
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第２節 初動体制確立 

緊急時において、町及び防災関係機関は、速やかにそれぞれの災害対策本部等の組織の編成や要員の確保等を

行い、初動体制を確立する。 

１ 町の動員体制及び設置基準等 

（１）町職員は、発電所の事故情報に注意し、緊急時においては本計画第２章「原子力災害予防計画」第５節４

「町職員の通信連絡体制」により作成された防災活動要領（マニュアル）等に基づき、直ちに対応する。 

なお、緊急時における体制、設置基準及び動員対象職員は、次のとおりとする。 

体 制 設 置 基 準 動 員 対 象 職 員 

災害警戒本部体制 ・志賀町において震度６弱以上の地震が発

生したとき 

・志賀町沿岸部を含む津波予報区において

大津波警報が発表されたとき 

・事故警戒本部から警戒事態発生の連絡を

受けたとき 

・発電所に事故が発生し、災害警戒本部体

制をとる必要があると知事が認めたと

き。 

・環境安全課職員 

・総務課職員 

・住民福祉課職員、 

・子育て健康課職員 

・病院事務局職員 

・上記以外の全課(局）長及び補佐

（次長） 

第一次 

災害対策本部体制 

・原子力防災管理者（発電所長）から施設

敷地緊急事態発生の通報を受けたとき 

・県の環境放射線観測局で施設敷地緊急事態

に該当する放射線量を観測したとき 

・その他町長が必要と認めたとき 

・原則として全職員 

ただし、本部長（町長）が事故の推

移予測等から判断して、応急対策に

必要な一定の範囲の職員を指定した

ときは、この限りではない。 

第二次 

災害対策本部体制 

・内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し

たとき 

・全職員 

（注）原子力緊急事態宣言とは、原災法第 15条第２ 項の規定により内閣総理大臣が原子力緊急事態を発出す
る宣言をいう。 

 

２ 町職員の動員方法 

（１）町職員の動員は、次の動員伝達系統図による。 

（２）各課長及び各課課長補佐等は、携帯電話等により、確実に連絡を受けて登庁する。 

（３）各課は、本計画第２章「原子力災害予防計画」第５節 ４「町職員の通報連絡体制」により動員を図る。 

【動員伝達系統図】 

 

 

  

環境安全課長 各課（局）長 
各課課長補佐 

（次長） 
職  員 
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第３節 緊急時の措置 

１ 災害対策本部等の設置 

町長は、緊急時において、災害応急対策活動を行うために、前節の設置基準に従い、次の体制をとる。 

（１）災害警戒本部体制 

（２）第一次災害対策本部体制（以下「第一次本部体制」） 

（３）第二次災害対策本部体制（以下「第二次本部体制」） 

２ 災害警戒本部体制 

町は、原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、県、防災関係機関及び北陸電力との連絡を密にし、事

故状況等の把握に努めるとともに、必要に応じ、第一次本部体制に移行できる体制をとる。 

（１）災害警戒本部組織図 

 

（２）所掌事務 

課 名 所 掌 事 務 

環 境 安 全 課 

総務課 

１ 県、原子力規制委員会、内閣府、消防署、原子力防災専門官、原子力保安検査官、

防災関係機関及び北陸電力との通報連絡に関すること 

２ 事故状況などの把握に関すること 

３ 広報活動に関すること 

４ 緊急時モニタリングの協力の準備に関すること 

５ 災害警戒本部体制の総合調整に関すること 

６ 職員の動員準備に関すること 

７ 町保有自動車の配備準備に関すること 

８ 報道機関との連絡調整に関すること 

住民福祉課 

子育て健康課 

穴 水 総 合 病 院 

１ 原子力災害医療措置の協力準備に関すること 

上記以外の全課 １ 所属課の職員の招集準備に関すること。 

２ 所管施設への連絡調整に関すること。 

  

町 長 副 町 長 

教 育 長 

環 境 安 全 課 

総 務 課 

住 民 福 祉 課 

子 育 て 健 康 課 

穴 水 総 合 病 院 

上記以外の全課（局）長及
び補佐（次長） 
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３ 第一次本部体制及び第二次本部体制 

町長は、前節の第一次本部体制又は第二次本部体制設置基準に該当した場合には、直ちに役場庁舎内に町本部

を設置する。 

また、第一次本部体制中において、前節の第二次本部体制設置基準に該当した場合は、直ちに町本部を第二次

本部体制に移行する。 

なお、町本部を設置した場合は、直ちにその表示を行う。 

（１）町本部の組織等 

ア 町本部の組織 

 

秘書班 
◎総務課長 議会事務局長 

住民班 
◎住民福祉課長 子育て健康課長 

総務班 
◎環境安全課長 総務課長 

義援金及び物資班 
◎観光交流課長 総務課長 会計課長 

環境対策班 
◎環境安全課長 会計課長 

税務班 
◎税務課長 

避難行動要支援者援護班 
◎住民福祉課長 子育て健康課長 

保健衛生班 
◎子育て健康課長 

医療班 
◎公立穴水総合病院事務局長 

商工観光班 
◎観光交流課長 

上下水道班 
◎上下水道課長 

地域整備班 
◎地域整備課長 

文教対策班 
◎教育委員会事務局長 

本部長 
（町長） 
副本部長 
（副町長） 
（教育長） 

本部長 
副本部長 
本部員 

本部会議 

※班長は◎ 
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イ 災害対策本部職名、担当職及び所轄事務 

職 名 担当職 所 轄 事 務 

本部長 町 長 町本部の事務を総括する。 

副本部長 副 町 長 

教 育 長 

町本部長を補佐するとともに、町本部長に事故がある 

ときは、その職務を代理するとともに報道を行う。  

ウ 町本部の所掌事務については、資料編 1-4「災害対策本部事務分掌表」に示すとおりとする。 

（２）意思決定手続き 

町本部長（町長）に事故ある場合における職務の代理順は、次のとおりとする。 

順位 代 理 者 

１ 副町長 

２ 教育長 

３ 総務課長 

 

（３）町本部設置の通報及び周知 

町長は、町本部を設置した場合は、県、原子力防災専門官、防災関係機関の長及び原子力防災管理者（発

電所長）に通報するとともに、住民等に周知する。 

なお、廃止した場合も同様とする。 

（４）県に対する要請 

町本部長（町長）は、災害応急対策の円滑な実施を図るために必要と認める場合は、県本部長（県知事）に

対して、避難者搬送用車両の確保を要請するとともに、SPEED ネットワークシステムによる予測結果、モニ

タリング結果及び気象の情報の定期的な送付を要請する。 

（５）町の活動体制 

町本部長は、施設敷地緊急事態又は全面緊急事態の発生の通知を受けた場合には原子力災害応急対策に対

応する活動体制を整える。 

（６）県現地本部（第一次本部体制）への職員の派遣 

町本部長は、県が県本部（第一次本部体制）を設置した場合は、県現地本部へ直ちに職員を派遣し、災害応

急対策の調整等を行うとともに、防災資機材の貸与等必要な協力を行う。 

県現地本部派遣要員 

緊急時モニタリング班 班 員 総務班員（若干名） 

緊急時住民生活班 班 員 地域整備班員（若干名） 

町連絡員 班 員 総務班員（若干名） 

（注）町連絡員は現地事故対策連絡会議及び合同対策協議会が設置された場合は、現地事故対策連絡会議及び合
同対策協議会との連絡に当たる。 

 

４ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

町本部長は、現地事故対策連絡会議に次の職員を派遣し、発電所に関する情報の共有、災害応急対策の調整等

を行う。 

（１）町副本部長（副町長若しくは教育長） 

（２）生活安全班員、その他町本部長が指名する者 
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５ 合同対策協議会設置後の体制 

（１）合同対策協議会への参画 

町本部長又は町副本部長（副町長若しくは教育長）は、合同対策協議会全体会議に出席し、緊急事態応急対

策のうちの最重要事項の調整及び情報の共有を行う。 

合同対策協議会全体会議の出席者及び主な役割 

出席者 会議の主な役割 

町本部長 

（町長） 

又は 

町副本部長 

（副町長） 

（教育長） 

（補助員） 

本部班員 

次の事項について、情報の共有を行う。 

ア 緊急時対応方針の確認 

イ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情報の共有 

ウ モニタリング状況及び予測の報告 

エ プラント状況及び予測の報告 

オ プレス広報及び住民広報の内容の確認(主要なもののみ） 

カ 町、県及び関係機関からの要望のとりまとめ 

キ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と認めた事項 

 

（２）合同対策協議会への職員の派遣 

町本部長は、合同対策協議会に次の職員を派遣し、施設の状況、モニタリング情報、医療関係情報及び住

民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させる。 

合同対策協議会派遣要員 (派遣要員に関しては今後県と調整することとなる） 

総 括 班 班 員 総務班員（若干名） 

住 民 安 全 班 班 員 地域整備班員（若干名） 

（注）町本部長は、国の原子力災害現地対策本部長の要請に基づき、災害の規模、推移等に応じて派遣職員を増
員する。 

 

６ 防災関係機関等への要請 

町本部長は、防災関係機関等と連携を保ち、的確な防災対策を講ずるものとし、必要に応じて防災関係機関等

に対し、必要な協力を要請する。 

７ 災害対策本部体制等の解除基準 

災害警戒本部体制及び災害対策本部体制の解除基準は、次のとおりとする。 

体制 解 除 基 準 

災害警戒本部体制 
警戒事態を判断する基準に該当しなくなる等により、災害警戒本部体制を
とる必要がなくなったとき。 

第一次 
災害対策本部体制 

町長が、次の措置を取ったとき。 
（１）発電所の事故が終息し、災害応急対策が完了したこと 

により、町本部を廃止したとき。 
（２）第二次本部体制に移行したとき。 

第二次 
災害対策本部体制 

町長が次の事由により町本部を廃止したとき。 
（１）原災法第 15条第４項の規定に基づく原子力緊急事態解 

除宣言がなされたとき。 
（２）発電所の事故が終息し、災害応急対策が完了したとき。 

 

８ オフサイトセンターの立ち上げ 

町本部長は、施設敷地緊急事態若しくは全面緊急事態の発生を通報等により知った場合は、直ちにオフサイト

センターに職員を派遣し、合同対策協議会等の立ち上げに協力する。 
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第４節 消防防災ヘリコプター等の活用危機管理部、防災関係機関 

１ 消防防災ヘリコプターの活用 

原子力災害時においては、情報収集、負傷者の救急搬送、緊急物資の輸送、人員の搬送等の緊急の応急対策に

ついて、消防防災ヘリコプターを有効的に活用する。 

なお、その際、二次災害の防止に万全を期す。 

消防防災ヘリコプターの運航に当たっては、「石川県消防防災ヘリコプター運航管理要綱（平成 14年４月１

日）」及び「石川県消防防災ヘリコプター緊急運航要領（平成 14年４月１日）」の定めるところによる。 

２ 防災関係機関のヘリコプターとの連携 

防災関係機関のヘリコプターについては、その性能、機能、職務等によって本来的な活動内容の違いはある。

県は、それぞれのヘリコプターの機動性等を活かし、災害時に有効に活用するため関係機関と連携して他県から

の応援機を含めた活動計画等を作成し、迅速に応援活動に入れるよう体制整備に努める。 

また、県は航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助･救急、消火、医療等の各種活動のための

航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本

部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全･円滑な運用

を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を

行う。 

  



- 62 - 

第５節 住民に対する広報及び指示伝達 

１ 広報体制 

（１）町本部長は、放射性物質及び放射線による影響が五感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘定し、

緊急時における住民等の混乱と動揺を避けるとともに、住民等が放射性物質又は放射線により被ばくするこ

とを避けるため、県と連携して、住民等に対する正確かつきめ細やかな情報提供および広報を迅速かつ的確

に行う。 

（２）町本部長は、情報提供や広報を行う場合、民心の安定及び要配慮者に配慮して行う。 

（３）町本部長は、広報を行うに当たっては、合同対策協議会等の場を通じて、情報の公表、広報の内容、発表

時期及び方法等について、関係機関と相互に密接な連絡を取る。 

（４）国の原子力災害現地対策本部における報道機関への発表は、次のとおりである。 

ア 国の原子力災害現地対策本部における報道機関への発表は、原則として、現地対策本部長や現地対策本

部事務局長等が、オフサイトセンター内又はその近傍のプレス用の区画を使用して行うこととなっている。 

イ 町本部長又は町副本部長（副町長若しくは教育長）は、記者会見が行われる場合は必要に応じて同席す

る。 

（５）町本部長は、国、県等と連携して、必要に応じ速やかに住民等からの問い合わせに対応するための窓口を

設置する。 

なお、町本部長は、必要に応じて県本部長（知事）に対し、関係職員を当該窓口に派遣するよう要請する。 

（６）住民等に対する広報及び指示伝達は、次に示す系統により行う。 

 

 

オフサイトセンター 

合同対策協議会等 

（国の原子力災害現地対策本部） 

（県現地災害対策本部） 

県災害対策本部 
穴水町 

（町災害対策本部） 

県
漁
業
協
同
組
合 

七
尾
海
上
保
安
部 

警 

察 

本 

部 

報 

道 

機 

関 

船  舶 

輪島警察署 

住  民  等 

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合
消
防
本
部 

石
川
県
漁
業
協
同
組
合
（
穴
水
） 

路上広報 

緊急報道 

緊急警戒 

放送要請 

広報要請 

広報指示等 広報指示等 

報
道
発
表 

海
上
広
報 

漁
業
無
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広
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路
上
広
報 

広
報
車
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２ 町の広報及び指示伝達 

（１）町本部長は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導・助言又は指示に基づき、防災行政無線、広報

車、緊急速報メール、インターネットなどあらゆる情報通信媒体により迅速かつ的確に情報の提供又は指示

内容の伝達を行う。特に、要配慮者及び一時滞在者に配慮した周知を行う。 

（２）町本部長は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導・助言又は指示に基づき、石川県漁業協同組合

穴水支所に対し緊急通信の実施を要請し、情報の提供を行う。 

（３）町本部長は、次の事項について最新の情報を単純かつ理解しやすい表現により繰り返し広報する。 

ア 事故が発生した施設名、事故の発生日時及び事故の概要 

イ 災害の状況及び今後の予測 

ウ 発電所における対策状況 

エ 町、国、県及び防災関係機関の対策状況 

オ 各区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指示 

カ その他必要と認める事項 

（４）防災関係機関の行う広報 

防災関係機関が所管業務に係る対策のために行う広報については、町本部長と連絡調整の上、行う。 
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第６節 緊急時モニタリング 

緊急時モニタリングは、緊急時において周辺環境の放射性物質及び放射線に関する情報を迅速に得て、次の事

項を目的として実施する。 

（１）住民等の予測線量を算定し、必要な防護対策を決定すること。 

（２）住民等及び環境への放射線の影響を評価し、算定すること。 

なお、原子力規制委員会は、緊急時モニタリングを統括し、実施方針の策定、緊急時モニタリング実施計画及

び動員計画の作成、実施の支持及び総合調整、データの収集と公表、結果の評価並びに事態の進展に応じた実施

計画の改定等を行うことになっている。 

１ 緊急時モニタリングの実施 

各段階の緊急時モニタリングにおける体制、実施内容等は、次のとおりとなっている。 

（１）警戒事象発生時 

県は、警戒事象が発生した場合、緊急時モニタリングの準備として、次の行為を直ちに開始することになっ

ている。 

ア 県環境放射線観測局のデータの頻繁な監視及び記録 

イ 可搬型モニタリングポストの配置と監視 

ウ 緊急時モニタリング用資機材の動作確認 

エ モニタリング結果の関係機関への報告 

オ 要員及び資機材の動員準備を関係機関に連絡 

カ モニタリング対象の平常値を確認 

（２）特定事象発生以降 

特定事象が発生した場合、国により緊急時モニタリングセンターが立ち上げられる。緊急時モニタリング

センターは、特定事象において直ちに緊急時モニタリングを開始する。また、原子力規制委員会により緊急時

モニタリング実施計画が定められた後には、これに基づき初期モニタリングを実施する。 

２ 緊急時モニタリングに対する協力 

町は、あらかじめ定められた緊急時モニタリング計画等に基づき、警戒事象における緊急時モニタリングの準

備や特定事象発生時における人員の協力等を通じ、緊急時モニタリングセンターが実施する緊急時モニタリン

グに参画する。 

３ 緊急時モニタリング結果の把握 

町は、緊急時モニタリングセンターに派遣した職員を通じて、屋内退避、避難、飲食物の摂取制限等各種防護

対策に必要なモニタリング情報等の迅速な把握に努める。 
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第７節 屋内退避、避難等の防護対策 

１ 屋内退避、避難等の防護対策について 

発電所の周辺に放射性物質もしくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合には、以下に示す屋内退

避、避難などの防護対策を実施する。 

また、複合災害が発生した場合においても人命の安全を第一とし、自然災害による人命への直接的なリスクが

極めて高い場合等には、自然災害に対する避難行動をとり、自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災

害に対する避難行動をとることを基本とする。 

なお、感染症の流行下における屋内退避、避難等の防護措置については、被ばくによるリスクとウイルスの感

染拡大によるリスクの双方、住民の生命・健康を守ることを最優先として、感染拡大・予防対策を十分考慮した

上で、防護措置を実施するものとする。具体的には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等

における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の

確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

（１）屋内退避 

屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や中性子線及び

ガンマ線を遮へいすることにより被ばくの低減を図るものである。ＰＡＺにおいては、原則として、施設敷

地緊急事態に至った時点で施設敷地緊急事態要避難者に対して、また、全面緊急事態に至った時点で全ての

住民等に対して、避難を実施するが、避難よりも屋内退避が優先される場合には、屋内退避を実施する必要

がある。ＵＰＺにおいては、防護措置の指示等が国等から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しなが

ら待機する必要があるため、屋内退避を実施する。その後は、発電所の状況応じた段階的な避難を行う。ま

た、緊急時モニタリングの結果に応じたＯＩＬに基づく防護措置を実施することが想定される。 

なお、ＵＰＺ外においても、発電所から著しく異常な水準で放射性物質が放出され、又はそのおそれがあ

る場合には、施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて屋内退避を実施する。 

また、緊急時モニタリングの結果、周辺の空間放射線量率がＯＩＬ１やＯＩＬ２の値を超えた場合には、

後述する避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場合には引き続き屋内退避を行うこと

も想定される。特に、病院や介護施設においては避難等よりも屋内退避が優先される場合があり、この場合

は建屋の遮へい効果や気密性に考慮が必要であり、一般的に遮へい効果や建家の気密性が比較的高いコンク

リート建家への屋内退避が有効である。 

さらに、プルームが長時間あるいは断続的に到来することが想定される場合には、屋内退避が長期にわた

る可能性があり、屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われ、また、日常生活の維持

にも困難を伴うこと等から、避難への切替えを検討する。特に、住民等が避難すべき区域において止むを得

ず屋内退避をしている場合には、医療品等も含めた支援物資の提供や取り残された人々の放射線防護につい

て留意するとともに、必要な情報を絶えず提供する。 

（２）避難等 

避難等は、住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合に採るべき防護措置であり、放射性物

質又は放射線の放出源から距離を置くことにより、被ばくの低減を図るものである。 

避難及び一時移転の方策は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて以下のとおりとする。 

ア ＰＡＺにおいては、警戒事態発生時には、施設敷地緊急事態要避難者に係る避難の準備を行う。 

施設敷地緊急事態発生時には、住民の避難の準備を行うとともに、施設敷地緊急事態要避難者に係る避

難を行う。 

全面緊急事態に至った時点で、確定的影響を回避するため住民等は原則として即時避難を実施する。 
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イ ＵＰＺにおいては、国等による指示に基づき、発電所の状況に応じた段階的避難を行うことも想定され

るほか、緊急時モニタリングを行い、数時間以内を目途にＯＩＬ１を超える区域を特定し避難を実施する。

その後も継続的に緊急時モニタリングを行い、１日以内を目途にＯＩＬ２を超える区域を特定し一時移転

を実施する。 

ＯＩＬに基づく防護措置としての避難及び一時移転の対象となった住民等については、ＯＩＬに基づき

特定された区域等から避難又は一時移転した際に、汚染拡大の防止等のために、避難退域時検査を行い、

基準値を超えた場合には簡易除染を行う。 

基準の種類 基準の概要 初期値 防護措置の概要 

ＯＩＬ１ 地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく影

響を防止するため、住民等を

数時間内に避難や屋内退避等

させるための基準 

500μSv/ｈ 

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率） 

緊急時モノタリングにより得られた

空間放射線量率（１時間値）が基準

値を超えた場合に、防護措置の実施

が必要であると判断する 

数時間内を目途に区

域を特性し、避難等

を実施。 

（移動が困難な者の

一時屋内退避を含

む） 

ＯＩＬ２ 地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく影

響を防止するため、地域生産

物の窃取を制限するととも

に、住民等を１週間程度内に

一時移転させるための基準 

20μSv/ｈ 

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率） 

緊急時モノタリングにより得られた

空間放射線量率（１時間値）が基準

値を超えたときから起算して概ね

１日が経過した時点での空間放射

線量率（１時間値）が基準値を超え

た場合に、防護措置の実施が必要で

あると判断する 

１日内を目途に区域

を特定し、地域生産

物の摂取を制限する

とともに、１週間程

度内に一時移転を実

施 

 

２ 防護対策の決定 

（１）国等の屋内退避、避難等の指示・要請 

ア 事故警戒本部は、警戒事態が発生した場合は、県及び志賀町に対し、被害状況に応じた警戒態勢をとる

ため、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を要請するとともに、県及び

ＵＰＺ外の市町に対し、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよ

う要請することとなっている。 

イ 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、施設敷地緊急事態が発生した場合は、県及び志

賀町に対し、施設敷地緊急事態要避難者の避難や、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難等の防護

措置の準備（避難先や輸送手段の確保等）を行うよう要請することとなっている。 

また、県及び関係市町対し、屋内退避等の防護措置の準備を行うよう要請するとともに、県及びＵＰＺ外

の市町に対し、避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の

避難等の防護措置の準備（避難先や輸送手段の確保等）に協力するよう要請することとなっている。 

ウ 内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長は、全面緊急事態に至ったときは、原子力緊急事態宣言を

発出するとともに、人命の安全を第一に、県及び志賀町に対し速やかに避難及び安定ヨウ素剤の服用等の

必要な防護措置に関する指示を行うこととなっている。 

指示内容の判断のため、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部等は、県及び関係市町より事

前の状況把握等を行うとともに、指示後においても、防護措置の実施状況等の共有を図るなど、国、県、関
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係市町は、それぞれが実施する対策について相互に協力することになっている。 

・ＰＡＺ内の避難者の数及び避難の方針 

・ＵＰＺ内の屋内退避の対象者の数と屋内退避の方針 

・避難ルート、避難先の概要 

・移動手段の確保見込み 

・その他必要な事項 

原子力災害対策本部は、県及び関係市町に対し、屋内退避の実施やＯＩＬに基づく防護措置の準備（避難・

一時移転先、輸送手段、避難退域時検査場所の確保等）を行うよう指示するとともに、県及びＵＰＺ外の市

町に対し、避難してきた住民等の受入れや、関係市町が行う防護措置の準備への協力を要請するほか、事

態の進展などに応じて、屋内退避の実施を指示することとなっている。 

エ 放射性物質が放出された後は、原子力災害対策本部は、県及び関係市町に対し、緊急事態の状況により、

ＯＩＬ基づき緊急時モニタリング等の結果に応じて関係市町が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対策

の実施について、指示、助言等を行うこととなっている。 

指示内容の判断のため、原子力災害合同対策協議会等は、県及び関係市町より事前の状況把握等を行うと

ともに、指示後においても、防護措置の実施状況等の共有を図るなど、国、県、関係市町は、それぞれが実

施する対策について相互に協力することとなっている。 

・ＵＰＺ内の避難・一時移転の対象区域及び対象者の数並びに避難・一時移転の方針 

・避難ルート、避難先の概要 

・移動手段の確保見込み 

・その他必要な事項 

オ 原子力災害対策本部が避難等の緊急事態応急対策の実施について指示を行うに当たっては、事前に該当

する地方公共団体の長に指示案を伝達し、意見を求めることになっている。 

国から事前に指示案を伝達された場合、県本部長（県知事）及び関係市町の長は、当該指示案に対し速や

かに意見を述べる。 

（２）町本部長（町長）の屋内退避、避難等の指示 

ア 町は、警戒事態が発生した場合は、国若しくは県の要請又は独自の判断により、施設敷地緊急事態要避難

者の避難準備を行う。 

イ 町は、施設敷地緊急事態が発生した場合は、国若しくは県の要請又は独自の判断により、施設敷地緊急

事態要避難者に対して避難等指示を行うとともに、ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等の

避難等の防護措置の準備を行う。 

町は、施設敷地緊急事態が発生した場合は、国若しくは県の要請又は独自の判断により、ＵＰＺ内住民

等の屋内退避等の防護措置の準備を行う。 

ウ 町長は、全面緊急事態に至った場合は、国若しくは県の指示、要請又は独自の判断により、直ちにＰＡ

Ｚ内の施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等に対して避難及び安定ヨウ素剤の服用等の防護措置の指

示を行う。 

町本部長は、全面緊急事態に至った場合は、国若しくは県の指示、要請又は独自の判断により、ＵＰＺ

内住民の屋内退避等の防護措置の指示を行うとともに、ＯＩＬ基づく防護措置の準備を行う。 

エ 町本部長は、放射性物質が放出された後に、緊急時モニタリング等の結果に応じた国若しくは県からの

指示、助言等があった場合又は放射性物質による汚染状況調査に基づき原子力災害対策指針に基づいたＯ

ＩＬの値を超えた場合は、避難、一時移転等の緊急事態応急対策を実施する。 
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これらの場合において、住民避難の支援が必要な場合には県と連携し国に要請を行う。 

オ 原子力災害対策本部が避難等の緊急事態応急対策の実施について指示を行うに当たり、国から事前に指

示案を伝達された場合、関係市町の長は、当該指示案に対し速やかに意見を述べる。 

カ 町本部長が避難等の指示を行う場合は、受入市町へ避難等を行うこととするが、災害の状況や緊急時モ

ニタリング等の結果を踏まえ、状況に応じた避難指示、誘導を行う。 

キ 町長は、内閣総理大臣等の指示があった場合には、直ちに住民等に対して避難指示等を行う。 

ク 町本部長は、事態の推移に応じ、住民等の屋内退避等の必要があると認める場合は、原子力防災専門官、

国派遣の専門家又は国の原子力災害現地対策本部長の指導・助言を得て、県本部長と協議の上、直ちに住

民等に対して屋内退避等の指示を行うとともに、直ちに原子力防災専門官又は国の原子力災害現地対策本

部長、消防長及び警察署長に連絡する。 

ケ 警戒区域の設定 

町本部長は、緊急事態応急対策実施区域について人命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要

があると認める場合には、原子力防災専門官、国派遣の専門家又は国の原子力災害現地対策本部長の指

導・助言を得て、県本部長と協議の上、災害対策基本法第 63条（市町村長の警戒区域設定権等）第１項の

規定により警戒区域を設定する。 

また、警戒区域を設定した場合は、直ちに住民等に周知を図るとともに、速やかに原子力防災専門官又

は国の原子力災害現地対策本部長、消防長及び警察署長に連絡する。 

（３）防災関係機関への通知 

町本部長が、（２）の防護対策の措置を取ったときは、速やかに公共輸送機関の長、陸上自衛隊中部方面総監

及び第 14普通科連隊長、第九管区海上保安本部及び関係する海上保安部長その他の防災関係機関の長、交通

安全協会、漁業協同組合、穴水町商工会及び農業協同組合に通知し、協力を要請する。 

（４）避難の指示等 

【緊急事態区分、ＯＩＬに基づき県や町がとるべき措置】 

警戒レベル 範囲 ＵＰＺ圏内（30㎞）における対応 

緊急事態区分 警戒事態（ＡＬ） - 

施設敷地緊急事態

（ＳＥ） 

・屋内退避準備 

・必要に応じて屋内退避先の確保 

緊急事態（ＧＥ） ・屋内退避を実施 

・住民に対し屋内退避を指示（屋内退避の方法及び避難所の所

在地・避難方法） 

 

運用上の介入レベル 範囲 ＵＰＺ圏内（30㎞）における対応 

ＯＩＬ ＯＩＬ１ 

即時避難 

・避難の実施 

・住民に対し避難先やその経路、集合場所、避難退域時検査場

所の伝達 

・避難者の輸送手段の確保 

・避難先の確保 

・要配慮者の誘導 

ＯＩＬ４ 

除染実施 

・避難退避時検査及び簡易除染の実施 

・北陸電力・国・県と連携し避難退域時検査及び簡易所線除染

の実施 

ＯＩＬ２ 

一次移転 

・一次移転の実施 

・住民に対し移転先やその経路、集合場所、避難退域時検査場

所の伝達 
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運用上の介入レベル 範囲 ＵＰＺ圏内（30㎞）における対応 

・避難者の輸送手段の確保 

・移転先の確保 

・要配慮者の誘導 

 

３ 屋内退避 

町本部長は、屋内退避の指示をすることとした場合は、本章第５節「住民等に対する広報及び指示伝達」の定

めるところにより、住民等に次の事項を迅速かつ的確に広報し、周知を図る。 

（１）事故が生じた施設名、事故の発生日時及び事故の概要 

（２）災害の状況と今後の予測 

（３）発電所における対策状況 

（４）町、国、県及び防災関係機関の対策状況 

（５）区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指示 

（６）その他必要な事項 

また、町本部長は、被ばく低減のため、住民等に対して屋内の気密性の保持その他の必要な注意を促す。 

４ 避難及び一時移転の実施時における対応 

（１）住民等への指示伝達 

町本部長は、避難等の指示をすることとした場合は、発電所との方位、距離その他の条件を考慮の上、「避

難計画」に定めるところにより、避難先やその経路、集合場所、避難退域時検査場所その他必要な事項を決

定し、住民等に対して、これらの事項及び３の（１）から（６）の事項を指示し、避難等の措置を講ずる。 

また、避難等に際しては、特に乳幼児及び妊婦を優先する。 

（２）避難所への職員の派遣 

町本部長は、住民等に対して屋内退避施設又は避難所を指定したときは、職員を派遣して避難者の保護に

当たらせる。 

（３）避難者の輸送 

町本部長は、避難所の指示をする場合は、災害の状況に応じ、自家用車をはじめ、自衛隊車両や自治体関

係車両などの国、県、関係市町等の保有する車両、バス協会などの民間車両、さらには海上交通手段などあ

らゆる手段を活用する。 

（４）要配慮者の避難誘導等 

町本部長は、在宅の要配慮者の把握に努めるとともに、災害時の避難について必要な支援を行う。 

なお、避難等の誘導、避難所等での生活に関しては、要配慮者及び一時滞在者に十分配慮し、避難所等で

の健康状態の把握等に努める。 

また、要配慮者への情報の提供及び生活環境の確保についても十分配慮する。 

（５）避難等の状況把握 

町本部長は、避難等の措置を講じた場合には、あらかじめ定める避難所責任者から報告を受け、実施状況

を取りまとめる。 

また、警察と情報を共有しつつ、避難所等における避難者の把握に努める。 

（６）避難所等における情報の提供 

町は、避難所等において、住民等に次の情報を提供するよう努める。 

ア 災害の状況と今後の予測 
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イ 発電所における対策状況 

ウ 町、国、県及び防災関係機関の対策状況 

エ 盗難、詐欺等の犯罪情勢及び予防対策 

オ その他必要な事項 

（７）その他 

ア 住民等の被ばく軽減のための対応 

町は、県と連携して、避難等に際して、被ばく低減のため、避難等を行う住民等に対してマスク及び外

衣の着用、屋内の気密性の保持その他必要な注意を促す。 

また、避難等の誘導に当たる者は、この旨を必要に応じて住民等に伝達する。 

イ 避難所の駐車スペースについて 

避難所の駐車スペースは、避難所に併設する運動場等の駐車スペースをまずは利用することとし、なお

不足する場合には、近隣のグラウンド等を利用する。 

ウ 家庭動物との同行避難 

町は、災害の実態に応じて、飼い主による家庭動物との同行避難を呼びかけるものとする。 

エ 感染症対策 

町は、原子力災害時において、感染症の発生、拡大が見られる場合は、環境安全課と保健福祉部局が連

携して、感染対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

５ 県外への広域避難の実施時における対応 

（１）町の措置 

町本部長（町長）は、町の区域を越えて住民等の避難を行う必要が生じた場合は、県に受入先の市町、避

難所などの必要な指示を求めるとともに、住民等に対してその旨の指示を行い、避難住民等の輸送を行う。 

また、受入先の市町との連絡及び避難住民等の保護に従事させるため、避難所に職員を派遣する。 

（２）県による調整及び要請 

ア 県による調整等 

県は、被災した関係市町から、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、他の都

道府県の市町村への受入れについて協議要求があった場合には、他の都道府県と協議を行うものとし、市

町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町からの要請を待ついとまがないときは、

市町の要求を待たないで、広域避難のための協議を当該市町に代わって行うこととなっている。 

イ 避難者受入要請を受けた他都道府県の対応 

県から避難者受入の要請を受けた他都道府県は、必要な協力活動について協議することとなっている。 

ウ 広域的避難収容実施計画 

県は、他県への避難を行う場合において、必要に応じて原子力災害対策本部等に対し広域的避難収容実

施計画を作成の要請を行うこととなっている。なお、原子力災害対策本部は、当該計画の内容について、

県、避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁に示し、計画に基づく措置をとるよう依頼を行うこととなっ

ている。 

６ 避難退域時検査等の実施 

（１）町及び県による避難退域時検査等の実施 

町及び県は、北陸電力と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、住民等がＯＩＬに基づき

特定された区域等から避難又は一時移転する際に、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務員を含む。）

の避難退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 
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７ 避難等の誘導 

（１）避難住民の誘導 

町本部長（町長）は、消防職（団）員、警察官、海上保安官及び自衛隊員等の協力を得て、区域又は地区（集

落）ごとに避難等の誘導を実施する。 

また、避難誘導に当たっては、放射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮するものとする。 

（２）学校施設における避難誘導 

学校等施設の管理者は、学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難の指示等があ

った場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員引率のもと、迅速かつ安全に生徒等を避難させ

るものとする。また、生徒等を避難させた場合及びあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ引き

渡した場合は、県又は町に対し速やかにその旨を連絡する。 

（３）不特定多数の者が利用する施設における避難誘導 

駅等、その他不特定多数の者が利用する施設の管理者は、原子力災害が発生し避難の指示等があった場合

は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき施設利用者等の避難等を行う。 

８ 立入制限の措置 

（１）町のとる措置 

町本部長（町長）は、防災業務関係者以外の者に対して、避難等の指示を行った区域及び警戒区域への立

入を制限し、又は禁止する。 

（２）警察署及び海上保安部のとる措置 

町本部長は、警察署長及び海上保安部長に対して、避難等の指示を行った区域及び警戒区域について、避

難等の指示又は立入の制限又は禁止の実効をあげるために交通規制及び航行規制の実施等に必要な措置をと

るよう要請する。 

また、立入制限の措置が長期化し、避難住民等の警戒区域への一時立入が行われるときは、あわせて関係

機関の調整を図り、その安全な実施に必要な支援を要請する。 

９ 治安の確保及び火災の予防 

県本部長は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上含む。）における治安の確保、火災の防止等につ

いて、警察本部長及び関係する海上保安部長の治安当局のほか関係防災機関と協議し、万全を期する。 

特に、避難等の指示を行った区域については、速やかな治安の確保、火災の防止等に努める。 

10 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の防護措置 

（１）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全確保 

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が属する組織は、当該防災業務関係者の安全確保

のため、原子力災害合同対策協議会等の場を活用して相互の密接な情報交換を行うとともに、国から派遣さ

れた専門家等との連携を密にし、当該者の被ばく線量を管理し、健康管理に特段の配慮を行うものとする。

被ばくの可能性がある環境下での活動を要請した組織は、当該防災業務関係者が属する組織が実施する被ば

く線量の管理や健康管理を支援するものとする。 

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者は、事態の進展に応じ、国の指示に従って、防護

装備を携行・装着し、安定ヨウ素剤を服用するとともに、放射線防護に係る指標を踏まえ、当該者が属する

組織又は緊急事態応急対策の実施を要請した組織の判断に従って行動する。 

（２）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者に対する原子力災害対策 

ア 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者（ただし、民間事業者及び他の法令等により線

量限度が定められている場合を除く）が属する組織は、次の放射線業務従事者の被ばく線量限度を参考に



- 72 - 

することを基本とし、放射線防護に係る指標を定めるものとする。要請を受けて緊急事態応急対策を実施

する組織は、指標の設定に当たり、必要に応じて、要請を行う組織と協議することとする。 

指標：実効線量で１年間につき50mSvかつ、５年間につき100mSvを上限とする。 

ただし、人命救助等緊急やむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量で100mSvを上限と

し、作業内容に応じて、必要とあれば、次の被ばく線量をあわせて用いる。 

眼の水晶体：等価線量で 300mSvを上限とする。 

皮膚：等価線量で１Svを上限とする。 

なお、この防災業務関係者の放射線防護にかかる指標は上限であり、防災活動に係る被ばく線量はでき

る限り少なくするよう努める。特に女性については、胎児防護の観点から、適切な配慮を行う。 

イ 町は、自らの組織に属し、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者について、その活動

内容に応じた防護装備（直読式個人線量計、防護マスク、防護衣等）、輸送手段及び連絡手段をあらかじめ

整備する。民間事業者等に緊急事態応急対策の実施を要請する場合には、当該要請を行う組織は、被ばく

の可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が防護装備等を速やかに利用できるよう、必要な整備を

行わなければならない。 

（３）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の被ばく管理 

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が属する組織は、当該防災業務関係者の被ばく線

量を管理し、緊急事態応急対策の実施後に、必要に応じて、当該者に医師による健康診断を受けさせるなど、

健康管理に配慮しなければならない。 

県及び関係市町の被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の被ばく管理は、県現地本部原

子力災害医療班が緊急時モニタリングセンター及び関係市町の協力を得て行う。 

11 協力体制 

災害対策活動を迅速かつ円滑に実施できるよう、関係機関との援助協力体制を確保する。 

12 要配慮者への配慮 

（１）町は、国、県等と連携し、要配慮者の避難等が円滑に進むよう必要な支援を行う。 

（２）町は、県等と連携し、国の協力を得て、避難所での生活に関して、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健

康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、放射線防護措置を施した屋内退避施設の活用、避難所での健康

状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け応急仮設住宅の

設置等に努め、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮する。 

（３）医療機関、社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難の指示等があった場合には、搬送に伴うリスクを勘

案すると、早急に避難をすることが適当ではなく、移送先の受入準備が整うまで、一時的に施設等に屋内退

避を続けることが有効な放射線防護措置であることに留意し、避難の判断を行う。なお、避難の実施につい

ては、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、職員等の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、施設

利用者等を避難又は他の施設へ移送させる。 

（４）町及び県は、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視

点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の

女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等による避難所における安全性の確保など、女性や子育て家

庭のニーズに配慮した避難場所の運営に努めるものとする。 

なお、これ以外の要配慮者等の避難誘導等に関する事項は、地域防災計画 一般災害対策編 第３章災害

応急対策計画「要配慮者等の安全確保」により実施する。 
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13 長期避難への対応 

町は、国や県等と連携し、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、

旅館、ホテル等の借り上げを行い、避難者に移動を促す。 

14 ボランティアの受入れ 

町及び県は、国及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるととも

に、ボランティアの受付、調整等その受入体制の確保に努めるものとする。ボランティアの受入れに際して、老

人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じ

てボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるも

のとする。 
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第８節 保健衛生活動 

町は、避難所等での保健衛生対策について、町地域防災計画 一般災害対策編 第３章 応急対策計画「第 15

節 健康管理活動」、「第 28節 こころのケア活動」及び「第 29節 防疫、保健衛生活動」により実施する。 
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第９節 飲食物の摂取制限に関する措置 

町本部長は、県と連携して、原子力災害対策指針、食品衛生法上の基準値、国の指示及び要請に基づき、飲食

物の放射性核種濃度測定及び必要な出荷制限、摂取制限並びにこれらの解除の措置を講ずる。 

１ 飲食物の摂取制限 

（１）町のとる措置 

町本部長は、国の原子力災害対策本部長の指示があった場合は、住民等に対し、汚染飲食物の摂取を制限

し、又は禁止する。また、緊急事態応急対策実施区域、及び当該区域に水源を有する水道供給区域の住民等

に対して、汚染水源の使用及び汚染飲料水の飲用を禁止し、誤飲することのないよう直ちに水道の止栓等給

水制限を実施する。 

（２）県のとる措置 

県本部長は、町長が飲食物の摂取制限等の措置を講じた場合は、石川県地域防災計画（原子力防災計画編）

第３章第５節「住民に対する広報及び指示伝達」の定めるところにより、住民等に対して周知徹底を図る。 

また、町長から飲食物の供給、調達について要請があったときは、必要に応じ他の市町、広域応援協定締

結県、自衛隊又は国に対して協力を要請するなどにより、物資を供給する。 

２ 農林水産物の摂取等の禁止及び出荷規制 

町本部長は、国の原子力災害対策本部長の指示が合った場合は、放射性物質による汚染の及ぶ地域の農林水産

物の生産者、集荷機関及び売場の責任者に対し、汚染農林水産物の収穫及び採取の禁止並びに出荷規制等を行

う。 
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第１０節 緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達 

１ 緊急輸送の順位 

県本部長（知事）は、町本部長（町長）及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要

があるときは、次の順位を原則として調整する。 

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、合同対策協議会等のメンバーの輸送 

第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のために専門家・資機材の輸送 

第３順位 災害応急対策を実施する要員、資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送 

２ 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は、概ね次のものとする。 

（１）救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 

（２）傷病者、避難者等 

（３）国の原子力災害現地対策本部長、県本部長、県現地本部長、町本部長又は副本部長及び災害対策応急対策

要員（国の原子力災害現地対策本部要員、県本部要員、県現地本部要員、合同対策協議会構成員及び要員、

国の専門家、緊急時モニタリング要員、原子力災害医療要員等）並びに必要とされる資機材 

（４）屋内退避施設、避難所を維持・管理するために必要な人員、資機材 

（５）食料、飲料水等生命維持に必要な物資 

（６）その他緊急に輸送を必要とするもの 

３ 緊急輸送のための交通確保 

町本部長（町長）は、災害応急対策活動が円滑かつ有効に行われるよう、海上輸送や航空機による輸送も含め

た様々な手段による輸送手段を確保することとし、必要に応じて県本部長（知事）、その他防災関係機関の長に

対して応援を要請する。 

４ 海路、空路による交通・物流の確保 

県は、奥能登などの地域で陸上交通に支障が生じた場合には、国や関係機関、さらには民間事業者に対して、

海上輸送や航空輸送による交通手段・物流手段の確保について要請を行う。 

５ 生活必需物資の調達 

（１）飲食物の供給 

町は、飲食物の摂取制限等の措置を講じたときは、町地域防災計画「一般災害対策編」第３章第 24節「食

料の供給」に基づき、県本部長（知事）及び防災関係機関の長と協力して応急の措置を講ずる。 

（２）生活必需物資の供給 

ア 町は、避難等の措置を講じた際、住民等が必要とする生活必需物資の確保に必要な対策を講ずるととも

に、県及び関係機関と連携して、必需物資を調達し、その供給を行う。 

イ 県は、町における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策を的確に行うことが困難であると認めるなど、

その事態に照らし緊急を要し、被災市町からの要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待た

ないで、被災市町に対する物資を確保し輸送することとなっている。 

６ 義援物資の受入れ 

町及び県は、関係機関等の協力を得ながら、国民、企業等からの義援物資について、受入れを希望するもの及

び受入れを希望しないものを把握し、その内容のリスト及び送り先を原子力災害対策本部及び報道機関を通じて

国民に公表するものとする。また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定するよう努めるものとする。 
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第１１節 救助・救急、消火活動 

１ 救助・救急活動 

（１）町のとる措置 

町は、県と連携して被ばく傷病者等となる住民等の原子力災害拠点病院等への搬送等の救助・救急活動を

行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、現地災害対策本部、他の地方公共団体、原子力事業者

等に対して応援を要請するものとする。 

また、被ばく傷病者等の処置を行った原子力災害拠点病院等の求めに応じて、速やかに、放射性物質によ

る汚染のないことを確認し、その結果を公表するともに、その医療機関や北陸電力株式会社と協力し、情報

の集約や管理を行い、周辺住民、報道関係者等に的確に情報を提供するものとする。 

（２）防災関係機関のとる措置 

防災関係機関は、町及び県から応援要請を求められたときは、機動力を発揮して救助・救急活動に当たる。 

その際には放射性物質、放射線による被ばくを考慮して活動を行う。 

（３）合同対策協議会のとる措置 

合同対策協議会においては、必要に応じ他の機関への応援依頼等総合調整を行う。 

２ 消防活動 

（１）北陸電力のとる措置 

原子力防災管理者（発電所長）は、発電所において火災が発生した場合において、速やかに火災の発生状

況を把握し、安全を確保しつつ、迅速に消火活動を実施するとともに、直ちに消防機関に通報し、県本部長

をはじめ原子力規制委員会、町長及び原子力防災専門官に連絡するとともに、自発的に初期消火活動を行い、

消防機関と連携協力して迅速に消火活動を行う。 

（２）消防機関のとる措置 

ア 消火活動 

消防機関は、原子力防災管理者（発電所長）からの情報、発電所や放射線に関する専門家等の意見をも

とに消火活動方法の決定及び活動中の安全確保を行い、原子力防災管理者（発電所長）等と協力して迅速

に消火活動を実施する。 

イ 消防水利の確保 

消防長は、原子力災害の特殊性を考慮し、第３章第７節２「飲食物の摂取制限」の給水制限が実施され

た場合に備えて、町地域防災計画「一般災害対策編」第２章 第 14 節５（２）「消防水利の強化」に基づ

き、消防水利の確保に万全を期す。 

（３）合同対策協議会のとる措置 

合同対策協議会においては、必要に応じ、又は消防長からの要請に基づき、他の機関への応援依頼等総合

調整が行う。 
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第１２節 原子力災害医療措置 

町は、県が行う緊急時医療措置に協力する。 

１ 原子力災害医療措置の実施 

ア  原子力災害医療措置は、次に示す系統により行うこととなっている。 

緊急時医療措置系統図 

  

オフサイトセンター 

合同対策協議会医療班 
(現地事故対策連絡会議） 

県現地本部 

指導・助言 報告 

[原子力災害医療班] 
 

班 長 

企画調整チーム 

被ばく管理
チーム 

指示 報告 

報告 

高度被ばく医療支援センター 

原子力災害医療 

(高度被ばく医療支援 
センター所在地） 

原子力災害拠点 
病院チーム 

原子力災害医療 
(拠点病院所在地） 

原子力災害医療協力機
関チーム 

原子力災害医療医療 
(協力機関所在地） 

 

一般医療チーム 

一般医療 
(医療機関所在地） 

避難退域時検査チーム 

診断 
(避難退域時検査場所、避難所他） 

救護チーム 

一般医療 
（避難所等） 

住 民 等 

報告 指示 

搬送 

搬送 搬送 

搬送 
搬送 

搬送 

連絡 

連絡 
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イ 原子力災害医療班のチーム名、編成基準及び業務内容等は、次のとおりとなっている。 

チーム名 編 成 基 準 業 務 内 容 

企画調整 

チーム 

県、関係市町及び地域医療機関

の職員によって編成する。 

１ 合同対策協議会医療班との連絡・調整 

２ 原子力災害医療措置実施のための情報収集 

３ 原子力災害医療措置実施計画の策定 

４ 原子力災害医療措置実施に関する情報の収集及び連

絡 

５ 安定ヨウ素剤の配布、服用に関する連絡調整 

避難退域時

検査チーム 

原子力災害医療協力機関、原子力

災害拠点病院等の職員により編

成する。 

避難退域時検査場において、住民等に対する検査・簡

易除染の実施・指導 

原子力災害

医療協力機

関チーム 

原子力災害医療協力機関の職員

により編成する。 

原子力災害医療協力機関において、放射線被ばく者に

対する医療措置の実施 

原子力災害

拠点病院チ

ーム 

原子力災害拠点病院の職員によ

り編成する。 

原子力災害拠点病院において、放射線被ばく者に対す

る医療措置の実施 

救護チーム 派遣される日赤及び石川県医師

会等の職員によって編成する。 

避難所等において、一般傷病者に対する医療措置の実

施 

一般医療チ

ーム 

石川県医師会等によって編成す

る。 

医療機関所在地において、一般傷病者に対する医療措

置の実施 

被ばく管理

チーム 

県健康福祉部等の職員により

編成する。 

県及び関係市町の防災業務関係者名簿を作成し、被ば

く管理を実施 

健康相談チ

ーム 

県、関係市町及び地域医療機関の

職員によって編成する。 

住民等に対するこころのケアやリスクコミュニケ

ーションの実施 

（注）１ 救急搬送は、消防機関の救急隊員等が当たる。 
１  企画調整チームには、リーダーを置き、医療活動状況を随時、原子力災害医療班長に報告する。 
２  企画調整チーム以外のチームは、原則として派遣医療機関ごとにグループを編成し、そのグループにはリー

ダーを置く。リーダーは、それぞれのグループの医療活動を総括するとともに、チームリーダーにその活動状
況を随時報告する。それを受けチームリーダーは企画調整チームにその活動状況を随時報告する。 

 

（１）避難退域時検査及び簡易除染等 

県及び町は、国〔原子力規制委員会等〕の協力を得ながら、指定公共機関〔国立研究開発法人量子科学技術

研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構〕の支援の下、住民等がＯＩＬに基づき特定され

た区域等から避難又は一時移転した後に、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の避難

退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 

（２）避難又は一時移転の対象となった住民等に対する甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

町は、国〔原子力規制委員会等〕、県の協力を得ながら、原子力災害医療協力機関、北陸電力株式会社、原

子力災害拠点病院、高度被ばく医療支援センター等の支援の下、住民等がＯＩＬに基づき特定された区域等

から避難又は一時移転し避難所等に到着した後に、住民等の甲状腺被ばく線量モニタリングを行うものとす

る。 

（３）原子力災害医療の実施 

原子力災害医療協力機関チームおよび原子力災害拠点病院チームは、汚染や被ばくのおそれのある傷病者

に対して、初期対応段階における医療処置（トリアージ、救急処置、汚染検査、簡易除染等）を円滑に行う。 
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また、原子力災害以外の災害の発生状況等を勘案しつつ、原子力災害拠点病院を中心として医療活動を行

う。その際、災害拠点病院やＤＭＡＴ等が行う災害医療活動と緊密に連携するものとする。 

（４）一般医療の実施 

救護チームは避難所等において、一般医療チームはその医療機関所在地において、それぞれ一般傷病者に

対する医療措置を実施する。 

（５）合同対策協議会医療班への報告 

原子力災害医療班長は、避難退域時検査場所において避難住民等の被ばく状況を把握し、合同対策協議会

医療班に報告する。 

（６）その他 

原子力災害医療措置の実施内容については、この計画に定めるほか、別に定める実施用料等による。 

２ 町のとる措置 

（１）職員の派遣 

町本部長は、県本部長が県現地本部に緊急時医療班を設置した場合には、職員を派遣し、県の実施する緊

急時医療措置に協力する。 

（２）関係機関への協力要請 

町本部長は、県と連携して、能登北部医師会に対し、一般傷病者に対する緊急時医療措置を要請する。 

（３）傷病者の搬送 

町は、県と連携して、傷病者の搬送について必要な措置を講ずる。 

傷病者の搬送については、消防機関等がその実施に当たるものとする。 

３ 安定ヨウ素剤の服用 

（１）ＰＡＺにおける安定ヨウ素剤の服用 

ア  県のとる措置 

県本部長は、全面緊急事態に至り、国の原子力災害対策本部長から避難や安定ヨウ素剤の服用指示があ

った場合は、町長に服用を指示することとなっている。 

イ 町のとる措置 

町本部長は、全面緊急事態に至り、国の原子力災害対策本部長又は県本部長（知事）から指示があった

場合は、直ちに住民等に安定ヨウ素剤の服用を指示する。 

（２）ＵＰＺにおける安定ヨウ素剤の服用 

ア 県のとる措置 

県本部長は、原子力規制委員会が安定ヨウ素剤の服用が必要と判断し、国の原子力災害対策本部長から

避難や一時移転等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用指示があった場合は、町長に配布・服用を指示する。 

イ 町のとる措置 

町本部長は、原子力規制委員会が安定ヨウ素剤の服用が必要と判断し、国の原子力災害対策本部長又は

県本部長から指示があった場合は、直ちに住民等に安定ヨウ素剤の配布・服用を指示する。 

４ 発災後の復旧に向けた個人線量の推定 

町は、中長期的な汚染状況において、県が国の協力を得て実施する個人の被ばく線量の推定、また、住民等の

個人線量モニタリング実測結果に基づいて行う防護措置と除染措置の実施について協力する。  
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第１３節 応援協力活動 

１ 県に対する応援要請等 

町本部長は、緊急時において、災害応急対策を実施するため必要があると認められるときは、県本部長に対し

て次の事項を示して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

（１）応援等を必要とする理由 

（２）応援等を必要とする人員、物資、資機材等 

（３）応援等を必要とする場所 

（４）応援等を必要とする時間 

（５）その他応援等に関して必要な事項 

２ 他の市町村長等に対する応援要請 

町本部長は、緊急時において、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、他の市町村長に対

して応援を求める。 

３ 緊急消防援助隊等の要請 

（１）町本部長は、町及び応援市町の消防力では対処できないと判断した場合は、速やかに緊急消防援助隊等の

出動を知事（県本部長）に要請する。 

（２）県本部長は、町本部長から他都道府県の応援要請を求められた場合又は周囲の状況から県内の消防力では

対処できないと判断した場合は、速やかに緊急消防援助隊等の出動を消防庁長官に要請し、その結果を直ち

に町本部長に連絡することとなっている。 

なお、要請は、次の事項を示して行われる。 

ア 救助・救急及び火災の状況並びに応援要請の理由、応援の必要期間 

イ 応援要請を行う消防機関の種別と人員 

ウ 町への進入経路及び集結（待機）場所 

４ 自衛隊の災害派遣要請 

（１）災害派遣の要請 

町本部長は、原子力災害の規模や収集した被害情報から判断して自衛隊の派遣要請の必要があると認める

ときは県知事に対して、直ちに派遣の要請を求める。 

（２）自衛隊の救助活動 

自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、次の通りである。 

ア 緊急時モニタリングの支援 

イ 被害状況の把握 

ウ 避難の援助 

エ 行方不明者等の捜索活動 

オ 消防活動 

カ 応急医療・救護 

キ 緊急時の避難退域時検査及び簡易除染 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

ケ その他知事が必要と認める事項 

５ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

（１）原子力災害対策本部長は、必要に応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のために、環境

大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを設置することとなっている。 
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（２）町は、緊急避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災者生活支援チームと連携し、子ども等を

はじめとする健康管理調査等の推進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下、汚染

廃棄物の処理や除染等を推進する。 
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第１４節 行政機関の業務継続に係る措置 

（１）町は、庁舎の所在地が避難のための立ち退きの指示を受けた地域に含まれる場合、あらかじめ定めた退避

先へ退避するとともに、その旨を住民等へ周知する。なお、行政機関の退避については、住民等の避難、学校

等においては生徒等の避難を優先したうえで実施する。 

（２）町は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめとして、退避後も継続する必要が

ある業務については、退避先において継続して実施する。 
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第１５節 事業所外運搬中事故に対する応急措置 

１ 原子力事業者等 

（１）原子力防災管理者（発電所長）は、核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象発見後又は発見の通報を

受けた場合は、ただちに知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、安全規制担当省庁の長、原子力規制委員会

並びに事故発生場所を管轄する市町長、警察機関の長、消防機関の長及び海上保安部長など、関係機関に通

報する。 

（２）原子力防災管理者（発電所長）は、直ちに、携行した防災資機材を用いて立入制限区域の設定、汚染・漏

えいの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難等の危険時の措置等を的

確かつ迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図り、さらに、直ちに、必要な要員を派遣すると

ともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資機材の派遣要請を行う。 

（３）北陸電力は、発電所に係る核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象等が発生し、又は発生するおそれ

があることを知った場合は、直ちに知事に連絡するとともに、その後の情報を随時連絡する。 

２ 国 

（１）国の安全規制担当省庁の長は、核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象が発生した場合には、直ちに

県や関係する市町、関係省庁等に連絡するとともに、その後の情報を随時連絡することとなっている。 

また、速やかに関係省庁事故対策連絡会議を開催するとともに、国の職員及びあらかじめ登録された量子

科学技術研究開発機構、日本原子力研究開発機構等の専門家を現場へ派遣し、必要な資機材を現地へ動員す

ることとなっている。 

（２）内閣総理大臣は、原子力緊急事態に至った場合には、原災法に基づき直ちに原子力緊急事態宣言を発出す

るとともに原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置することとなっている。 

国の原子力災害現地対策本部長及び原子力事業者等は、発災現場に派遣された専門家による助言を踏まえ

つつ、原子力災害対策本部長の指揮の下、発電所における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体的に

講じることとなっている。また、国の原子力災害現地対策本部長は、知事及び町長に対して、必要に応じて

事故現場周辺の住民の避難等の指示を行うなど、一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講じること

となっている。 

３ 県 

（１）知事は、原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受けた場合には、その旨を町長をはじめ国、警察本部

長、消防長及び事故発生場所を管轄する海上保安部長へ通報連絡を行い、通報内容を相互に確認する。 

（２）知事は、国及び町長と連携して、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じ、発電所における

応急対策に準じて緊急時モニタリングの実施等の必要な応急対策を講じることとなっている。 

４ 町 

町長は、原子力事業者等から連絡を受けた場合には、その旨について、知事をはじめ消防署長、警察署長、海

上保安部長に報告して通報内容を相互に確認する。 

また、国及び県と連携して、事故の状況把握に努めるとともに、国の原子力災害対策本部長の指示等により必

要な措置を講じる。 

５ 消防 

消防署長は、原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受けた場合、その旨を町長及び消防本部へ通報連絡を

行い、通報内容を相互に確認する。 

また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、原子力防

災管理者（発電所長）と協力して消火、救助、救急等必要な措置を実施する。 
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６ 警察 

警察署長は、原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受けた場合、その旨を町長及び警察本部長を通じて知

事へ通報連絡を行い、通報内容を相互に確認することとなっている。 

また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子力事

業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施することとなっている。 

７ 海上保安部 

海上保安部長は、原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受けた場合、その旨を町長及び知事へ通報連絡を

行い、通報内容を相互に確認するように努めることとなっている。 

また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、海上保安職員の安全確保を図りながら、原子

力事業者等と協力して、現地海域への立入制限、人命救助等に関する必要な措置を実施することとなっている。 
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第４章 原子力災害復旧計画 

第１節 原子力災害復旧体制等 

１ 国の措置 

（１）国は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後においても、引き続き存置される原子力災害現地対策本部

及び原子力被災者生活支援チームと連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施することとな

っており、町をはじめ、県、防災関係機関及び北陸電力等との情報の共有及び事後対策の実施について調整

を図ることとなっている。 

（２）原子力緊急事態解除宣言を発出後の現地災害対策本部においては、次の対策に関し、情報の共有及び調整

を行うこととなっている。 

ア 放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査（モニタリング） 

イ 住民等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他の医療に関する相談の実施その他

の医療に関する措置 

ウ 商品の風評被害を防止するための放射性物質の発散の状況に関する広報 

エ 原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置 

オ その他、原子力災害現地対策本部長が必要と認める事項 

２ 町の措置 

（１）町は、県とともに原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して原子力災害事後対

策や被災者の生活支援を実施する。 

（２）町は、県とともに、引き続き存置される原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームに関係

職員を派遣する。 

（３）町長は、国及び県と協議のうえ、状況に応じて避難区域を見直し、原子力災害事後対策を実施すべき区域

を設定する。 

３ 穴水町原子力災害事後対策本部等 

（１）町長は、事後対策を円滑に実施するために必要があると認める場合は、穴水町原子力災害事後対策本部を

設置する。 

（２）穴水町原子力災害事後対策本部の組織は、穴水町災害対策本部第一次体制に準じる。 

 

第２節 汚染の除去等 

（１）町は、国の指導のもとに県、防災関係機関の長及び北陸電力と連携して、放射性物質に汚染された物質の

除去及び除染作業を行う。なお、実施にあたっては、人の健康の保護の観点から必要である地域を優先的行

うこと、また、妊産婦や子ども等に十分配慮するなどして実施する。 

（２）北陸電力は、町等に、除染等に必要な防災資機材を貸与するとともに、町長からの要請に基づき原子力防

災要員を派遣する。 

 

第３節 各種制限措置の解除 

町長は、環境放射染モニタリング等による地域の調査及び原子力規制委員会緊急事態応急対策調査委員等の

判断等を踏まえた国の原子力災害現地対策本部長又は関係省庁の指示に基づき、原子力災害応急対策として実

施された立ち入り制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農水産物の採取・出荷制限等の各種制限措置

の解除を住民等や関係機関に指示する。また、解除実施状況を確認する。 
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第４節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

知事は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後、石川県モニタリング本部を設置し、国の統括の下、関係省

庁及び北陸電力等と協力して、環境放射染モニタリングを広範囲かつ精密に行い、その結果を速やかに公表す

る。 
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第５節 損害賠償の請求に必要な資料の作成等 

１ 被災住民等の証明登録 

町は、屋内退避等の各種措置をとった住民等が原子力災害発生時にその地域に所在した旨の証明及び避難所

等において講じた措置等の登録を行う。 

２ 損害調査の実施 

町は、県と連携して、原子力災害発生時において次に掲げる事項に起因して住民等が受けた損害について調査

する。 

（１）屋内退避、避難等の措置 

（２）飲食物の摂取制限、農畜林水産物に対する出荷制限の措置 

（３）立入制限等の措置 

（４）その他町長が指示した事項 

３ 健康調査の実施 

町は、国及び県と協力して、発電所周辺の住民等に対して、必要に応じて健康調査を実施し、住民等の健康維

持を図るとともに、心身の健康に関する相談に応じるための健康相談窓口を設置する。 

４ 被災者等の生活再建等の支援 

（１）町は国及び県と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処

理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、

心身のケア等生活全般にわたりきめ細かな支援に努める。 

（２）町は国及び県と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報するとともに、

できる限り総合的な相談窓口等を設置する。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体及び避難先

の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供する。 

（３）町は県と連携し、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ細かに、か

つ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的、弾力的推進

の手法について検討する。 

５ 生活福祉資金の貸付 

災害により被害を受けた低所得者の速やかな自力更生を支援するため、県社会福祉協議会は、生活福祉資金貸

付制度により、民生委員、市町の社会福祉協議会の協力を得て、生活福祉資金の貸付を行うこととなっている。 

６ 母子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付 

災害により被害を受けた母子家庭及び寡婦の速やかな自力更生を支援するため、母子福祉資金及び寡婦福祉

資金の貸付を行うこととなっている。 

７ 風評被害等の影響軽減 

町は県及び国と連携し、原子力災害による風評被害等の影響を軽減するために、農林水産業、地場産業の商品

等の適正な流通の促進のための広報活動を行うほか、必要な場合には放射性物質汚染検査の実施、証明書の発行

等の対応を実施するものとする。また、広報活動を行う場合には、外国語でも広報を実施するなど、国外からの

風評被害にも考慮する。 

８ 被災中小企業等に対する支援 

県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携し、必要に応じて、災害復旧高度化資金貸付等により、設備

復旧資金、運転資金の貸付を行こととなっている。 

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報するとともに、相談窓口を設置する
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こととなっている。 

９ 物価の監視 

県は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を公表することとなっている。 

10 諸記録等の作成 

町は、被災地の汚染状況、応急対策措置、復旧措置等を記録し、保存しておく。 

（１）災害地域住民の記録 

町は県と連携し、避難及び屋内退避の措置をとった住民等に対し災害時に当該地域に所在した旨の証明、

また、避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録する。 

（２）影響調査の実施 

町は県と連携し、必要に応じ農林水産業等の受けた影響について調査する。 

（３）災害対策措置状況の記録 

町は県と連携し、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録する。 

11 北陸電力の措置 

（１）災害復旧計画の策定 

北陸電力は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、災害復旧計画を策定して、町長をはじめ

国及び知事に提出するとともに当該計画に基づき、速やかに復旧対策を実施することとなっている。 

（２）相談窓口の設置 

北陸電力は、相談窓口を設置する等、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災者

の損害賠償請求等に対応するために必要な体制を整備することとなっている。 

（３）原子力防災要員等の派遣等 

北陸電力は、町、県及び防災関係機関の実施する事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするために、

原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じることとなっている。 

12 復旧・復興事業からの暴力団排除 

県警察は，暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとともに、関係

行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動

の徹底に努めることとなっている。 

13 災害義援金及び義援物資の配分 

町及び県は、災害義援金及び義援物資の配分について、地域防災計画 一般災害対策編 第４章 第５節 災

害義援金及び義援物資の配分計画により実施する。 
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第５章 複合災害対策 

第１節 基本方針 

本章は、同時又は連続して、原子力災害とあわせて２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することに

より、事態が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象（以下「複合災害」という。）における、予防対策、応

急対策、復旧対策について示すものである。 

なお、県、市町、防災関係機関及び北陸電力は、平素から備えを充実するとともに、「石川県地域防災計画(原

子力防災計画編）」及び「穴水町地域防災計画（原子力防災計画編）」に記載する対策の内容を踏まえるとともに

複合災害への対応に留意し、所要の措置を講じる。 

 

第２節 災害予防対策 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

（１）町、消防機関における通信連絡設備の整備【再掲】 

ア 防災行政無線 

イ 消防無線 

ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器 

（２）通信連絡体制の確立【再掲】 

町は、緊急時における各機関内部及び各機関相互の迅速かつ的確な通信連絡を確保するため、定期的に通

信連絡訓練等を実施し、操作方法の習熟と通信連絡設備等の適正な管理に努める。 

また、各機関は、通信連絡体制の整備において、通常の通信手段が確保できない場合を考慮して、平常時か

ら代替ルートの確保に努めるほか、災害時にも活用できるような非常用電源の確保、ＩＰ電話を利用する場

合でのネットワーク機器等の停電対策等を講じる。 

さらに、各機関は、北陸地方非常通信協議会との連携に努め、NTT西日本株式会社災害時優先電話及び無線

電話等の配備について確認し、運用方法等の習熟に努める。 

２ 複合災害時の災害予防体制の整備 

（１）町は、複合災害が発生した場合、それぞれの災害に対して適切に対応するため、災害業務の機能分担を行

い、互いに連携すること、また、要員や資機材等の資源配分に関して調整を行うこと等についてとりまとめ

た複合災害時の対応マニュアルを作成する。 

（２）町は、複合災害対応により業務が集中する部署では、複合災害に備えたバックアップ体制を整備する。 

３ 複合災害を想定した訓練の実施【再掲】 

町は、国、県、防災関係機関及び北陸電力と連携して、防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を

図り、併せて住民等の防災意識の高揚を図るため、複合災害を想定した訓練を計画的に実施する。 

なお、訓練を実施するにあたり、複合災害や過酷事故等原子力緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオを

作成すること、また、参加者に事前にシナリオを知らせないブラインド訓練や机上において想定事故に対する対

応や判断を試す訓練など、現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫するよう努める。 

また、訓練終了後、専門家や訓練参加機関による検討会等を活用して、その評価及び課題の整理等を行い、事

後の訓練等に反映する。 

 

 

 



- 91 - 

第３節 災害応急対策 

１ 活動体制の確立 

（１）県は、町が複合災害によりその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合などで、県が必要

と認める場合は、町長等からの要請を待たずに職員の派遣、又は国、他都道府県、他市町村等に応援を要請・

指示を行うことができることとなっている。 

（２）複合災害が発生した場合において、対策本部が複数設置された場合は、重複する要員の所在調整、情報の

収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努める。対策本部事務局の担当部局が異な

る場合には、統合を含めた具体的な連携方策をあらかじめ定めておく。現地対策本部についても、必要に応じ

て、国の現地対策本部や市町の災害対策本部との合同会議を行うなど、同様の配慮を行う。 

２ 情報の収集・連絡 

町は、国や県、防災関係機関と協力し、複合災害時においても情報連絡体制を確保し、被災情報等の収集・連

絡を行う。 

３ 避難等の対応 

（１）町は、県とともに情報収集により得られた道路や避難所等の被災状況をもとに、代替となる避難経路及び

避難所の確保を図る。 

（２）広域避難の実施にあたっては、県が示す避難先等の情報を踏まえ対応する。 

（３）町は、避難経路付近で家屋の倒壊等の危険性が想定される場合には、避難誘導の実施にあたり十分留意す

る。 

４ 緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達 

町は、県とともに情報収集により得られた道路や避難所等の被災状況をもとに、警察署や道路管理者と連携

し、代替となる輸送経路や輸送手段を確保する。 

５ 原子力災害医療措置 

（１）町は、大規模自然災害等への対応による医師やその他要員及び機器等に不足が生じた場合又は生じるおそ

れがある場合は、県を通じて国の原子力災害対策本部、他の都道府県、関係機関等に対し要請を行うなど体

制の確保を図ることとなっている。 

（２）町は、複合災害発生時における避難退域時検査に関して県とともに十分に配慮する。 

 

第４節 災害復旧対策 

複合災害として発生する災害の種類に応じて、地域防災計画の本編第４章、及び、各災害編の災害復旧対策の

内容を踏まえて対応する。 


